
平
安
期
の
垣
内

1
開
発
と
領
有
i

水

野

立早

二

【
要
約
】
　
垣
眼
カ
キ
は
、
本
来
特
定
個
人
が
他
者
の
侵
犯
を
許
さ
な
い
、
自
ら
に
属
す
る
空
間
を
生
み
出
す
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
垣
で
周
囲
と
区
画
さ

れ
た
地
が
垣
内
1
ー
カ
キ
ウ
チ
、
カ
イ
ト
で
あ
る
。
伊
勢
や
大
和
の
諸
事
例
か
ら
は
、
垣
内
が
条
里
制
地
割
の
縁
辺
の
段
丘
・
扇
状
地
や
自
然
堤
防
、
山
間

部
に
位
置
し
、
当
時
に
お
い
て
、
国
家
的
・
公
的
な
支
配
の
対
象
と
な
ら
な
い
畠
地
・
家
地
と
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

垣
内
は
農
民
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
一
・
二
世
紀
に
は
、
畠
地
子
収
奪
・
在
家
役
賦
課
を
通
じ
て
上
級
支
配
権
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
。

ま
た
条
件
に
よ
っ
て
は
治
田
化
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
垣
内
は
言
葉
・
表
記
の
上
か
ら
も
、
実
体
の
面
か
ら
も
分
化
・
多
様

化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
五
巻
三
号
　
一
九
八
二
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

平安期の垣内（水野）

　
垣
内
は
様
々
な
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
、
現
在
に
お
い
て
な
お
そ
の
生
命
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
言
葉
と
し
て
は
、
カ
イ
ト
・
ケ
：
ト
・
カ
イ

チ
・
カ
イ
ツ
・
カ
イ
ド
・
カ
キ
ウ
チ
・
カ
ケ
ウ
チ
・
カ
キ
ナ
イ
・
カ
ク
チ
・
コ
ー
チ
な
ど
と
し
て
、
ほ
ぼ
全
国
に
わ
た
っ
て
分
布
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
内
容
も
ご
く
狭
い
地
域
に
も
幾
通
り
も
の
使
い
方
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
「
垣
内
」
と
い
う
漢
字
以
外
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宛
字
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
も
『
万
葉
集
』
以
下
の
文
献
・
文
書
に
多
く
そ
の
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
垣
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

関
し
て
、
地
理
学
・
民
俗
学
・
歴
史
学
な
ど
の
諸
分
野
に
お
い
て
、
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
小
川
琢
治
氏
が
、
大
和
盆
地
に
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③

多
く
見
ら
れ
る
環
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
集
落
を
、
　
「
壇
通
式
村
落
」
と
命
名
し
て
以
来
、
地
理
学
に
お
い
て
は
主
と
し
て
集
落
研
究
と
の
関
わ
り

の
中
で
垣
内
が
論
及
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
柳
田
国
男
氏
を
中
核
と
し
て
進
め
ら
れ
、
直
江
広
治
氏
に
至
る
民
俗
学
的
な
垣
内
研
究
で

は
、
む
し
ろ
開
発
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
直
江
琉
は
現
在
各
地
に
残
る
垣
内
の
意
味
内
容
が
、
e
地
域
結
合
・
⇔
部
落
の
共
有
山
林

・
⇔
同
族
集
団
・
⑳
屋
敷
の
　
部
・
㈲
一
区
画
の
屋
敷
地
・
㈹
屋
号
・
㈹
区
画
さ
れ
た
一
団
の
耕
地
・
㈹
一
区
画
の
原
野
・
㈹
地
字
名
に
分
類

さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
　
「
耕
地
並
び
に
附
属
草
地
（
緑
肥
採
取
の
た
め
、
あ
る
い
は
将
来
の
開
墾
予
定
地
と
し
て
）
を
囲
ん
だ
新
開
墾
の
一

区
画
が
、
垣
内
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
原
初
形
態
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
理
学
や
民
俗
学
の
垣
内
研
究
に
対
し
、
歴
史
学
は
積
極
的
に
対

応
し
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
各
個
別
研
究
に
即
し
て
適
宜
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
て
も
、
垣
内
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
と
り
あ
げ
て
考
察

し
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
年
に
お
い
て
は
、
中
世
社
会
の
成
立
と
か
か
わ
っ

て
垣
内
に
重
要
な
意
義
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
河
音
能
平
民
は
、
垣
内
を
農
奴
的
農
民
・
一
般
農
民
の
「
家
地
」
と
さ
れ
、
垣
内
を
収
奪
・
集
積
す
る
こ
と
は
、
王
朝
国
家
体
制
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

お
い
て
農
奴
主
階
級
が
敵
対
的
土
地
所
有
を
実
現
す
る
唯
一
の
合
法
的
な
道
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
た
。
義
江
彰
夫
氏
も
垣
内
を
家
地
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

係
で
と
ら
え
、
在
家
役
を
誤
想
垣
内
の
収
奪
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
視
点
は
、
垣
内
を
領
主
的
土
地
所
有
の
形
成
過
程
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す

る
も
の
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
戸
田
芳
実
氏
は
コ
○
世
紀
末
ご
ろ
を
境
と
し
て
、
田
刀
を
『
田
堵
』
と
書
き
か
え
、
堵
一
三
の
文
字
を
統
一

的
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
公
領
・
荘
園
の
基
幹
的
農
民
が
（
在
地
領
主
を
ふ
く
め
て
）
、
『
垣
内
』
を
定
住
の
核
と
し
講
成
単
位
と

し
て
、
初
期
中
世
村
落
を
形
成
し
た
歴
史
と
そ
の
景
観
に
よ
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
卵
編
垣
で
区
画
さ
れ
た
農
民
屋
敷
地
・
園
・
垣
内
は
、
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

住
と
経
営
の
ト
リ
デ
と
し
て
強
い
所
有
権
を
も
ち
、
一
種
の
聖
域
と
し
て
の
不
可
侵
性
を
も
つ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
戸
田
説
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
て
、
畿
内
周
辺
に
お
け
る
基
幹
的
な
農
民
が
は
っ
き
り
と
区
画
さ
れ
た
イ
エ
・
ヤ
ケ
を
一
般
的
に
も
つ
段
階
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
注
目
す
べ
き
研
究
を
発
表
さ
れ
た
の
が
黒
田
日
出
男
氏
で
あ
る
。
氏
は
伊
賀
国
黒
田
庄
の
事
例
か
ら
、
一
一
世
紀
末
・
一
二
世
紀
初
に

垣
内
が
、
居
垣
内
と
そ
の
他
の
垣
内
に
分
離
・
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
＝
一
世
紀
前
半
に
居
垣
内
に
か
わ
っ
て
居
内
・
内
と
い
う
表
現
・
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記
載
が
現
れ
る
と
理
解
さ
れ
、
こ
れ
は
国
衙
の
公
郷
在
家
支
配
の
開
始
に
よ
る
と
共
に
、
田
堵
層
・
一
般
農
民
層
の
屋
敷
地
所
有
の
発
展
と
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

エ
の
形
成
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
、
と
結
論
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
垣
内
は
農
民
の
個
別
経
営
、
イ
エ
の
成
立
・
確
立
と
直
結

す
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
お
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
成
立
期
に
史
料
的
に
多
く
そ
の
姿
を
現
わ
す
垣
内
は
、
家
地
・
屋
敷
地
・

イ
エ
と
し
て
、
あ
る
い
は
領
主
的
土
地
所
有
の
面
か
ら
、
あ
る
い
は
農
民
的
な
個
別
経
営
の
面
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
意
義
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
疑
問
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
史
料
的
に
は
畠
地
や
田
地
が
垣
内
と
さ
れ
て
い
る
事
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

田
畠
を
屋
敷
内
に
包
摂
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
屋
敷
の
延
長
と
認
識
さ
れ
た
も
の
と
の
み
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
に
よ
り
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

こ
の
時
期
の
垣
内
一
般
を
、
家
地
・
屋
敷
地
・
イ
エ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
れ
ま
で
の
見
解
自
体
、
け
っ
し
て
十
分
な
論
証
を
経
た
も
の
と
は
雷

え
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
中
世
成
立
期
に
お
け
る
垣
内
の
歴
史
的
意
義
を
解
明
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
最
初
に
、
「
垣
内
」

と
い
う
語
・
書
葉
が
有
し
た
本
来
的
意
味
・
内
容
お
よ
び
そ
の
変
化
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
次
い
で
、
垣
内
の
歴
史
具
体
的
諸
事
例
の
分

析
を
行
な
い
、
垣
内
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
中
で
地
理
学
や
民
俗
学
に
お
け
る
垣
内
研
究
と
の
接
点
も
見
出
し
て
い
け
る

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

①
　
直
江
広
治
「
垣
内
の
研
究
」
　
（
申
果
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
『
史
学
研
究
』
1

　
…
九
五
八
年
）

②
　
垣
内
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
直
江
前
掲
論
文
に
適
確
な
ま
と
め
が
な
さ
れ
て

　
い
る
。

③
『
近
畿
地
方
の
土
地
と
住
罠
』
一
九
一
五
年

④
　
　
「
日
本
封
建
国
家
の
成
立
を
め
ぐ
る
二
つ
の
階
級
」
（
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』

　
一
九
七
一
年
）

⑤
　
　
「
忍
目
期
中
・
世
村
落
の
形
成
」
（
『
講
座
日
本
史
臨
2
一
九
七
〇
年
）

⑥
　
「
律
令
制
か
ら
の
解
放
」
（
『
日
本
民
衆
の
歴
史
2
土
一
揆
と
内
乱
』
一
九
七
五

　
年
）

⑦
　
吉
田
孝
「
律
令
制
と
村
落
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
古
代
3
』
一
九
七
六
年
）
、

　
同
「
ヤ
ケ
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
　
（
『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
一
九
七
八
年
）
。
他

　
に
イ
エ
と
垣
内
に
関
連
し
て
は
、
飯
沼
賢
司
罵
在
家
』
と
『
在
家
役
』
の
成
立
」

　
（
開
歴
史
評
論
』
鱗
　
一
九
八
一
年
）
が
ふ
れ
て
い
る
。

⑧
「
中
慢
成
立
期
に
お
け
る
畠
作
の
発
展
－
伊
賀
国
名
張
郡
の
『
片
畠
』
に
つ
い

　
て
一
」
　
（
『
民
衆
史
研
究
』
1
7
　
…
九
七
九
年
）
。
伊
賀
国
黒
鼠
庄
の
垣
内
に
つ
い

　
て
は
、
入
問
田
宣
夫
「
黒
田
庄
出
作
地
帯
に
お
け
る
作
手
の
成
立
と
諸
階
層
」

　
（
『
文
化
』
2
9
1
3
　
一
九
六
五
年
）
も
論
及
さ
れ
て
い
る
。
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第
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章
　
言
葉
と
し
て
の
垣
内
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ま
ず
平
安
期
を
中
心
に
、
史
料
上
垣
内
あ
る
い
は
そ
れ
と
実
体
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
諸
表
現
・
表
記
を
整
理
し
な
が
ら
、
垣
内
と
い
う
言

葉
の
本
来
的
な
意
味
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
垣
内
し
の
最
も
古
い
事
例
と
し
て
は
、
　
『
万
葉
集
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
　
「
垣
内
」
と
表
現
さ
れ
る
も

の
は
、
花
木
の
植
え
ら
れ
た
家
・
宅
の
垣
の
内
や
、
麻
が
栽
培
さ
れ
た
り
、
田
が
作
ら
れ
た
り
し
て
い
る
垣
の
内
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
垣
に

関
し
て
で
あ
る
が
、
木
村
徳
国
馬
に
よ
る
と
、
　
「
垣
が
記
・
紀
の
特
定
の
イ
エ
の
記
述
に
関
連
し
て
は
、
語
と
し
て
見
え
る
こ
と
す
く
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
（
記
一
件
・
紀
三
件
）
が
、
言
外
に
は
、
つ
ね
に
ひ
び
い
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
　
『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
条
に
は
、
　
「
家
内
谷
　
即
是

香
山
之
谷
　
形
浮
葉
廻
　
故
號
家
内
谷
」
と
も
見
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
古
代
に
お
い
て
家
・
宅
（
た
だ
し
社
会
の
上
層
部
の

　
　
　
　
　
③

み
が
持
ち
得
た
）
が
垣
で
区
画
さ
れ
た
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
一
方
『
日
本
霊
異
記
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
麦
が
二
尺
ば
か
り
の
び
て
い
る
離
（
マ
ガ
キ
）
で
囲
ま
れ
た
一
町
ほ
ど
の
畠
が
描
か
れ
て
お
り
、
　
『
万
葉
集
』
の
事
例
と
と
も
に
、
特
定

の
耕
地
が
垣
で
区
画
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
実
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
垣
で
区
画
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
国
文
学
の
渡
辺

昭
五
民
は
、
記
・
紀
の
歌
謡
に
見
え
る
「
八
重
垣
」
・
「
柴
垣
」
等
を
「
聖
域
を
標
す
神
樹
と
柴
に
よ
っ
て
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
霊
域
で
あ
り
、
そ

の
垣
内
で
神
霊
で
あ
る
べ
き
そ
の
代
理
執
行
者
の
男
と
、
神
の
託
宣
を
受
け
る
べ
き
聖
女
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
婚
購
の
儀
式
の
揚
」
で
、
　
「
幾

重
に
も
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
垣
は
、
浄
と
穣
の
、
貴
と
賎
の
、
境
界
で
あ
り
、
論
理
や
倫
理
を
超
越
し
た
人
間
で
な
け
れ
ば
侵
す
こ
と
の
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

な
い
禁
忌
地
帯
」
・
「
聖
域
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
反
正
の
丹
比
柴
簾
宮
や
崇
峻
の
倉
橋
柴
垣
宮
の
よ
う
に
、
垣
を
宮
号
と
す
る
宮
が
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
と
も
あ
わ
せ
て
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
臣
連
理
造
国
造
村
山
が
所
有
す
る
私
的
隷
属
民
で
あ
る
「
部
曲
」
の
古
訓
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
カ
キ
ノ
タ
ミ
」
・
「
カ
キ
」
で
あ
り
、
区
画
さ
れ
限
定
さ
れ
た
民
あ
る
い
は
編
結
構
成
さ
れ
た
民
の
意
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

キ
」
は
垣
で
あ
り
、
垣
内
の
カ
キ
に
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
は
壇
は
家
・
宅
な
ど
の
単
な
る
付
属
物
だ
っ
た
の



平安期の垣内（水野）

で
は
な
く
、
家
・
宅
の
他
に
特
定
の
耕
地
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
間
を
も
他
と
区
別
・
分
離
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
は
聖
域
を

示
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
垣
は
、
特
定
個
人
が
他
者
の
侵
犯
を
許
さ
な
い
、
自
ら
に
属
す
る
空
間
を
生
み
出
す
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
垣
に
よ
る
分
割
・
領
有
の
展
開
と
拡
散
の
中
に
、
平
安
朝
の
垣
内
は
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
次
の
史
料
を
見
て

い
た
だ
き
た
い
。

　
　
下
総
国
香
取
社
敷
地
内
二
俣
村
壷
齋
事

　
　
　
在
御
燈
料
荒
野
壼
所
事
　
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
利
力
）

　
　
右
件
所
者
、
錐
当
神
領
内
、
三
十
□
年
之
間
成
牧
之
地
、
無
段
歩
見
畠
、
而
前
神
主
大
中
臣
知
房
募
彼
地
口
物
、
為
進
毎
夜
之
御
燈
、
慨
微
力
、
廻
治
術
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
又
固
堀
垣
、
相
語
百
姓
等
、
可
令
耕
作
之
由
、
所
被
申
請
也
、
　
（
以
下
略
）

　
こ
の
大
中
臣
知
房
は
、
安
元
元
（
一
一
七
五
）
年
八
月
に
香
取
宮
司
（
神
主
）
に
載
せ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

期
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
荒
野
を
見
繕
化
す
る
に
あ
た
っ
て
「
堀
・
垣
」
が
固
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
平
安
末
に
な
っ
て
も
、
周

囲
と
区
別
・
分
離
し
て
領
有
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
垣
の
機
能
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
で
は
次
に
平
安
期
の
垣
内
の
諸
用
例
を
見
て
行
こ
う
。
　
『
平
安
遺
文
』
に
見
え
る
垣
内
の
用
例
を
示
し
た
の
が
、
表
一
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
次
章
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
垣
内
と
い
う
語
・
言
葉
の
表
記
・
記
載
に
つ
い
て
論
を
進
め

て
い
く
。
ま
ず
こ
の
＝
○
ほ
ど
の
事
例
に
お
い
て
、
漢
字
に
よ
る
表
記
と
し
て
は
「
垣
内
」
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
例
外
と
し
て
は
「
垣
土
」
（
表
一
1
3
3
）
一
例
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
漢
字
の
表
記
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
分
化
し
て
い
な
い
「
垣
内
」

が
、
当
時
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。
平
安
期
の
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
仮
名
書
き
の
事
例
か
ら
は
、
　
「
か
き
う
ち
」
（
表
一
1
3
8

・
餅
）
、
「
か
き
内
」
（
9
2
）
と
「
か
い
と
」
（
5
4
・
7
7
）
・
「
カ
イ
ト
」
（
3
9
）
・
「
か
い
つ
」
（
6
2
）
の
二
系
列
（
便
宜
的
に
カ
キ
ウ
チ
系
と
カ
イ
ト
系
と

呼
ぶ
）
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
端
裏
書
・
異
筆
等
を
除
い
た
と
し
て
も
成
立
す
る
）
。
そ
れ
で
は
表
一
の
3
8
と
5
4
と
を
見
て
い
た
だ

き
た
い
。
両
者
は
同
じ
大
和
国
左
京
八
条
四
坊
七
坪
辰
巳
角
の
嶋
垣
内
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
「
し
ま
の
か
き
う
ち
」
、
他
方

35 （361）
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文
書

名
｝

年
号

i平
打

文
1所

在
i地

目
1

記
載

事
頂

｝
黍
果

河
内

警
護

寺
資

財
帳
写

承
和
十
一
（
844）

1
1
一

補
248

（
河

内
国

石
月

郡
）

寺
所

領
山

地
庄

垣
内

二
段

五
十

歩
問

（
樋

爪
）

垣
内

百
歩

×

紀
伊
国
在
田
郡
司
解

仁
寿

四
（

854）
1－

1
1
5

紀
傍
園
在
編
郡

新
田

垣
内

幡
田

七
十

二
歩

垣
内

幡
田

単
蹄

一
段

×

河
内

国
観

心
寺

縁
起
資

財
帳

元
慶

七
（

883）
1－

1
74

但
馬

国
養

父
郡

畠
奉

納
燈

料
十

七
条

七
融

田
里

十
九

大
垣

地
三

段
四

十
歩

○

某
寺

資
財

帳
写

延
慰

頃
9
－

4
5
59

山
城

岡
綴

喜
郡

畠
二

十
一

条
荒

船
里

十
三

坪
四

段
目

田
原

下
薗

垣
内

○

研
勢

国
近

長
谷

寺
資
財

帳
天

暦
七

（
953）

1－
2
6
5

伊
勢

圏
多

気
・

飯

?郡
墾

田
・

畠
四

疋
田

里
十

九
坪

垣
内

一
処

，
他

○

太
政

官
牒

天
徳

四
（

960）
1－

2
75

美
濃

罵
厚

見
郡

北
限

朴
垣

太
政

宮
翻

案
，

他
天
元
三
（
980）

2
－

3
1
8

大
；

和
国

宇
智

郡
田

・
畠

高
栗

栖
牧

地
河

南
三

条
五

里
十

五
坪

垣
内

二
段

，
他

○
×

検
非
違
使
励
磁
宣
案

長
保
元
（
999）

2－
3
84

紀
伊

国
伊

都
郡

宅
宅

垣
内

丑
寅

角
令

住
［

コ
従

考
内

蔵
正

木

山
城

国
禅

定
寺

田
畠

流
記

帳
〃
王
（
1001）

2
－

4
G
8

山
城

岡
綴

喜
郡

畠
沙
弥
観
画
壇
内
畠
一
町
二
段
，
他

×

筑
前

国
観

世
音

寺
薄
闇

長
元
八
（
1035）

2
－

5
3
8

筑
前

国
御

笠
郡

力
畠

→
田

市
町

垣
内

二
段

寂
楽
寺
宝
蔵
物
紛
失
状

案
長
久
三
（
1042）

1
0一

補
167

紀
伊

国
事

田
郡

田
力

所
領

田
地

　
小

中
壇

内
四

段
在

中
垣

内
五

段
×

山
城

国
乙

訓
郡

訓
解

〃
五
（
1044）

2
－

6
1
8

山
域

国
乙

訓
郡

田
竹

田
　

二
十

七
坪

七
段

（
垣

内
五

段
東

二
段

）
○

紀
伊

国
某

郡
収

納
米
進

未
勘

文
永
承
四
（
1049）

3－
6
72

紀
伊
国
名
草
郡

門
前

垣
内

　
辛

海
村

垣
内

，
他

田
口

代
武

田
晶

売
券

〃
七
（
1052）

3－
6
94

安
芸

國
高

田
郡

畠
山

私
領

田
畠

　
末

恒
垣

内
三

段
　

円
高

垣
内

六
段

×

散
位

藤
原

実
遠

所
領
譲

状
案

天
喜
瞑
（
1056）

3－
7
63

伊
賀

国
伊

賀
・

阿

q郡
田
畠

先
祖

相
伝

所
領

　
高

垣
垣

内
七

段
，

他
×
P

葛
木

枝
包

私
領

田
畠

注
文

康
平
元
（
1058）

3
－

9
0
1

安
芸

国
高

田
郡

畠
私

領
畠

水
田

　
念

智
垣

内
二

段
他

×

興
福

寺
大

和
国

雑
役

免
坪

付
帳

延
久
二
（
1070）

9－
4639・

40
大
和
國
城
上
郡

公
田

畠
東

辺
骨

内
二

段
×

〃
ク

〃
〃

　
添

下
郡

公
団
（
畠
）

高
田

垣
内

一
段

稲
葉

垣
内

一
段

，
他

×

〃
ク

〃
〃

　
葛

上
郡

公
田

畠
新
開
松
見
垣
内
二
段
：
京
極
垣
内
二
段
，
他

×

〃
〃

〃
〃

公
田
畠
・

s輸
免

田
床

垣
内

一
反

和
田

垣
内

一
反

小
，

他
○

太
政

官
牒

ク
燭
（
1072）

3－
1
G83

紀
伊

国
那

賀
郡

田
免

除
官

物
地

利
　

寺
垣

内
二

段
　

木
津

垣
内

北
南

三
段

×

僧
慶

縁
家

地
売

券
〃
五
（
1073）

3－
1
095

大
和

国
添

ま
二

郡
家

地
家

地
一

段
百

二
十

歩
　

字
小

角
垣

内
○

薬
師

寺
念

仏
堂

牒
承
保
二
（
1075）

3一
一
1
1
11

〃
　

平
群

郡
畠

燈
油
料
畠
　
垣
内
二
段
　
垣
内
四
段

○

伊
賀

顯
名

張
郡

司
注

進
状

案
〃

3－
1
116

伊
賀

国
名

張
郡

剛
力

国
領
　
施
工
Fヨ

垣
内
五
段
苧
五
畝
桑
二
’
百
本
他

X

山
村

姉
子

解
承
繕
四
（
1080）

1
0一

補
18

大
和
国
添
上
郡

鼠
相

俵
所

領
　

大
窪

垣
内

一
処

在
林

，
他

X

（
。
q

閨Bっ）㊤oっ
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大
和

国
崇

敬
面

高

安
芸

国
高

田
郡

司
解

　
　
　
　
1
1

伊
賀

国
司

庁
宣

案

　
　
　
　
！
！

五
師

某
処

分
状

大
宰

府
公

文
所

勘
注

案

大
宰

府
下

文
案

伊
賀

国
湯

船
村

田
坪

付
注

文
案

僧
長

草
処

分
状

中
京
〔
］
垣
内
売
券

東
大

寺
政

所
下

文

伊
賀

国
黒

田
荘

刀
届

出
請

文

瀬
踏

脳
髄

大
安

寺
権

上
座

長
川

畠
売

券

　
　

　
〃

　
　

　
　

畠
講

取
状

大
和

国
撃

墜
田

本
行

状

山
辺

延
末

牛
馬

漸
進

状

僧
樹

果
売

券

二
二

院
往

僧
解

僧
寂
闘
作
手
畠
潮

田

イ
曽
某
f／

F手
田
売
券

弘
福

寺
僧

彦
印

解

僧
園

掘
削

地
処

分
状

法
隆

専
五

師
慶

舜
処

分
状

兼
温

品
光

時
論

田
勘
注

案

大
宅

姉
子

畠
売

券

永
保
二
（
1082）

応
徳

二
＝

二
（

1085）

　
　

！
！

寛
治
元
（
1087）

ク
　

ニ
（
1
0
88）

〃
　

　
三

（
1089）

寛
治
三
（
1089）

　
　

ク

　
　

ク
永
長
二
（
1097）

康
和
三
（
1101）

嘉
承
元
（
1106）

　
　

1！

ク
　

ニ
（
11
0
7）

　
　

！
1

　
　

1！

〃
征
（
1108）

　
　

1
1

天
仁
二
（
1109）

天
永
二
（
1111）

永
久
二
（
1114）

　
　

ク
永
久
四
（
1116）

｛
呆
安
二
（
1
121

）

ク
　
三
≡
三
（
1
122

）

〃
四
（
1123）

大
治
四
（
1129）

4
－

1
1
92

4
－

12
30

9
－

4
6
49

4
－

12
57

4
－

1
2
62

4
－

1
2
69

4
－

1
2
77

4
－

12
78

4
－

1
2
84

4
－

1
3
74

10
一
一
補
2
8

4－
1
666

4－
1
667

4
－

1
6
79

4－
1
682

4－
1
683

4－
168

6

4－
1
687

10－
496

4

4－
174

6

5－
181

2

5－
181

3

5－
186

2

5－
192

2

5
－

19
67

5－
199

9

5－
212

6

傍
勢

圏
安

西
郡

安
芸

国
高

田
郡

　
　
1！

伊
賀

国
名

張
郡

　
　
1！

筑
前

国
上

座
郡

　
　

ク
伊

賀
圏

阿
閑

郡

大
和

郡
平
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枯

垣
内

，
他

先
祖
相
債
所
領
　
撰
賀
垣
内
畠
一
段
　
替
渡

先
来

相
伝

之
領

地
　

所
領

畠
一

段
　

在
中

村
条

字
垣

内

燈
油
料
田
畠
　
三
段
玉
垣
内
田
　
二
段
字
上
津
垣
，
他

先
祖

相
伝

私
領

　
一

処
田

畠
字

辻
桓

（
垣

）
内

，
他

所
領

一
処

寺
垣

内
玉

東
畠

先
祖

相
伝

私
領

　
三

段
左

京
八

条
四

坊
七

坪
辰

巳
角

字
嶋

垣
内

×××○○××××××××○××××××○
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で
は
「
し
ま
の
か
い
と
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
両
者
共
に
端
裏
に
記
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
平
安
期
の
読
み
そ
の
も
の
と
即
断
す
る
こ
と

は
直
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
垣
内
」
が
「
カ
キ
ウ
チ
」
と
も
「
カ
イ
ト
」
と
も
読
ま
れ
得
た
こ
と
は
確
認
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
表
一
に
「
何
々
垣
」
と
あ
る
も
の
を
も
あ
げ
て
お
い
た
理
由
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
表
一
一
7
5
・
8
0
レ
8
5
の
事
例
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
大
中
臣
正
元
が
処
分
し
た
伊
勢
園
度
会
郡
湯
田
腰
上
蓼
藍
西
村
の
一
八
○
歩
の
同
一
白
地
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

75

ﾉ
お
い
て
は
「
上
宇
羽
西
村
字
太
郎
垣
」
、
8
0
で
は
「
上
宇
羽
西
村
楽
太
郎
垣
内
」
、
8
5
で
は
「
上
宇
羽
西
村
内
太
郎
嫡
〔
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
太
郎
垣
と
太
郎
垣
内
と
は
岡
一
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
「
何
肉
垣
」
と
史
料
上
見
え
て
い
る
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
何
々
垣
内
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
実
体
で
あ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
豊
前
・
豊
後
な
ど
の
平
安
・
鎌
倉
期
の
泊
地
史

料
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
垣
」
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
垣
内
の
事
例
と
し
て
よ
い
。
ま
た
「
垣
地
」
に
つ
い
て
は
、
但
馬
（
表
一
1
3
）
・
下



総
（
8
3
）
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
垣
」
＋
「
地
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
で
は
鎌
倉
前
期
ま
で
対
象
を
拡
げ
て
み
よ
う
。
　
『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
巻
文
永
一
二
（
一
二
七
四
）
年
ま
で
に
見
え
る
垣
内
史
料
は
、
ほ
ぼ
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
⑰

○
あ
ま
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
漢
字
の
表
記
で
は
や
は
り
「
垣
内
」
が
多
い
。
し
か
し
「
垣
戸
」
や
「
唐
土
」
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
そ
の
表
わ
れ
方
も
平
安
期
と
は
異
っ
た
状
況
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
一
文
書
中
で
梢
枕
し
た
表
記
（
「
垣
内
」
と
「
垣
戸
」
、
あ
る

い
は
「
垣
内
」
と
「
垣
土
」
）
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

下
長
谷
郷
末
弘
名
田
数
事

　
　
合

平安期の垣内（水野）

中
鳩
萱
反
百
四
十
歩
　
中
嶋
萱
反
半

へ
　
　
へ

垣
土
大
　
　
　
　
　
旧
河
大
歩

谷
口
戴
値
七
十
歩
　
　
居
坂
萱
反
六
十
歩

　
ヘ
　
　
へ

西
垣
内
載
反
大
　
　
　
河
部
萱
反
昔
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

葦
原
参
百
歩
　
　
　
　
已
上
本
庄
分

　
　
　
　
　
（
以
下
略
、
傍
点
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
平
安
期
に
は
す
べ
て
「
垣
内
」
で
あ
っ
た
大
和
に
も
「
垣
戸
し
の
例
が
現
れ
、
鎌
倉
期
に
入
り
表
記
が
次
第
に
分
化
・
多
様
化
し
は
じ
め
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
分
化
・
多
様
化
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
「
カ
キ
」
は
区
別
・
分
離
し
、
あ
る
特
定
個
人
に
属
す
る
空
間
を
表
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
　
「
カ
キ
ウ
チ
」
お
よ

び
「
カ
イ
ト
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
「
カ
キ
」
に
内
を
示
す
「
ウ
チ
」
や
、
処
・
所
の
意
の
「
ト
」
が
接
続
し
た
語
で
、
同
じ
意
味
内
容
を
持

つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
一
方
面
垣
に
よ
っ
て
周
囲
と
区
画
さ
れ
た
家
・
宅
や
特
定
耕
地
等
を
表
現
す
る
場
合
、
漢
字
で
は
「
垣
内
」
が
一
般

的
に
用
い
ら
れ
た
た
め
、
　
「
垣
内
」
は
「
カ
キ
ゥ
チ
」
と
も
「
カ
イ
ト
」
と
も
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
カ
キ
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1
1
垣
」
だ
け
で
も
、
　
「
垣
内
」
と
同
実
体
を
示
し
得
た
の
で
あ
る
。
平
安
期
に
お
い
て
「
カ
キ
ウ
チ
」
・
「
カ
イ
ト
」
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
垣

内
」
と
漢
字
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
期
に
入
り
、
　
「
カ
イ
ト
」
は
「
垣
内
」
の
他
に
「
垣
戸
」
や
「
垣
土
」
と
も
表
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
除
々
に
表
記
が
分
化
・
多
様
化
し
て
い
く
。
ま
た
「
カ
キ
ウ
チ
」
・
「
カ
イ
ト
」
自
身
も
、
　
「
カ
ク
チ
」
・
「
カ
イ
ッ
」
の
よ
う
に
転
早

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
鎌
倉
期
に
入
っ
て
の
垣
内
表
記
の
分
化
・
多
様
化
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
実
体
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
次
章
以
下
で
述
べ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
　
「
カ
キ
穀
垣
」
で
区
画
す
る
こ
と
が
、
分
割
・
領
有
を
意
味
し
た
と
い
う

歴
史
的
条
件
が
、
鎌
倉
期
に
は
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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①
『
万
葉
集
』
で
「
壇
内
」
が
見
え
る
の
は
穴
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に

　
。
小
垣
内
（
小
垣
内
）
の
麻
を
引
ぎ
干
し
妹
な
ね
が
作
り
着
せ
け
む
…
…
（
巻
九

　
　
一
八
○
○
）

　
。
…
…
神
名
火
の
清
き
御
田
屋
の
垣
内
田
（
垣
津
田
）
の
池
の
堤
の
百
足
ら
ず
…

　
　
…
（
巻
一
三
　
三
二
一
一
三
）

　
に
注
意
し
て
お
ぎ
た
い
。
蓑
記
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
従
っ
た
。
（
）
内
は
原

　
蓑
記
を
示
す
。
他
に
は
巻
八
　
一
五
〇
三
・
巻
一
八
　
四
〇
七
七
・
巻
一
九
　
四

　
二
〇
七
・
同
四
二
八
七
に
「
垣
内
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
垣
内
」
と
は
見

　
え
て
は
い
な
い
が
、
　
「
柵
越
し
に
麦
食
む
こ
う
ま
」
　
（
巻
一
四
　
三
五
　
二
七
）
の

　
よ
う
に
、
柵
（
垣
）
を
め
ぐ
ら
し
た
謙
譲
の
例
も
存
在
す
る
。

②
　
　
『
古
代
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
』
　
（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
）
　
一
九
七
九
年

③
　
吉
田
華
氏
は
「
奈
良
時
代
前
後
に
は
、
雀
地
首
長
な
い
し
上
層
農
民
を
除
い
て

　
は
、
ま
だ
明
確
な
区
画
を
も
っ
た
イ
へ
・
ヤ
ケ
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
　
　
般
饗
民

　
の
住
宅
は
、
空
間
的
に
も
も
う
少
し
大
き
な
共
同
体
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
た

　
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
「
律
令
制
と
村
落
」
（
前
掲
）

④
中
巻
第
一
〇

⑤
　
「
古
代
歌
謡
発
生
の
聖
域
・
イ
チ
と
『
垣
』
と
一
海
石
榴
市
の
歌
垣
を
め
ぐ
っ

　
て
一
」
（
『
属
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
4
5
　
一
九
八
○
年
）

⑥
秋
山
日
出
雄
氏
は
宮
の
構
造
に
お
け
る
垣
の
隔
離
性
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
「
飛
鳥
の
宮
」
（
上
田
正
昭
編
『
日
本
古
代
文
化
の
探
求
　
都
城
』
一
九
七
六
年
）

⑦
　
訓
読
を
記
す
『
日
塞
譲
紀
』
写
本
の
う
ち
、
書
写
年
代
の
最
も
古
い
と
見
ら
れ

　
る
の
は
寛
平
・
延
喜
の
頃
と
推
定
さ
れ
る
岩
綺
本
で
あ
る
が
、
そ
の
皇
極
元
年
是

　
歳
条
「
部
曲
」
は
「
カ
キ
ノ
タ
ミ
」
と
訓
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
化
二
年
正
月
甲

　
子
条
「
部
曲
」
は
「
カ
キ
」
（
北
野
本
一
院
政
期
）
が
訓
で
あ
る
。
他
の
訓
読
は
鎌

　
倉
以
降
の
も
の
で
あ
る
た
め
省
略
す
る
。
　
「
民
部
」
も
平
安
後
期
の
訓
で
は
「
カ

　
キ
ベ
」
・
「
カ
キ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
訓
読
に
つ
い
て
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
日

　
本
書
紀
』
に
よ
っ
た
。

⑧
津
田
左
右
吉
「
大
化
改
新
の
研
究
」
（
『
日
本
上
代
史
の
研
究
』
一
九
四
七
年
）

⑨
中
田
薫
「
我
古
典
の
『
部
』
及
び
『
縣
』
に
就
て
」
（
『
法
論
史
論
集
』
第
三
巻

　
上
　
一
九
三
三
年
）

⑩
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
蔵
本
書
紀
臨
皇
極
元
年
歳
歳
条
頭
注

⑭
　
年
不
明
一
一
俣
村
荒
野
開
墾
免
許
状
断
簡
（
『
千
葉
県
史
料
中
世
編
香
取
幣
串
』
旧



　
源
太
祝
融
文
警
一
二
）
　
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
戸
田
氏
が
頒
史
的
土
地
所
有

　
の
面
か
ら
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
　
「
在
地
領
主
舗
の
形
成
過
程
」
（
彌
賑
本
領

　
主
制
成
立
史
の
研
究
』
一
九
六
七
年
）

⑫
福
田
豊
彦
「
封
建
的
領
主
制
形
成
の
一
過
程
－
下
総
国
香
取
社
の
場
合
1
」

　
（
安
田
元
久
編
『
貝
本
封
建
欄
成
立
の
諸
前
提
』
一
九
六
〇
年
）

⑬
後
述
す
る
よ
う
に
「
垣
内
」
と
同
実
体
を
示
す
と
判
断
さ
れ
る
「
垣
」
も
含
め

　
て
あ
る
。
記
載
事
項
欄
に
は
、
垣
内
に
関
す
る
権
利
内
容
等
を
示
す
語
句
・
面
積

　
等
を
記
入
し
た
。
大
和
国
宇
智
郡
栄
山
寺
領
に
関
す
る
一
連
の
免
除
領
田
鰯
史
料

　
は
、
韮
本
的
に
は
岡
一
の
坪
付
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
表
一
1
7
で
代
表
さ

　
せ
た
。

⑭
表
一
i
6
6
の
事
例
に
お
い
て
も
、
「
朴
垣
」
と
「
朴
垣
内
」
が
、
実
体
と
し
て

　
は
同
じ
も
の
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

珍
　
紙
数
の
都
合
等
に
よ
り
、
鎌
倉
期
の
垣
内
に
つ
い
て
の
詳
細
は
希
薄
を
期
す
こ

　
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
要
点
の
み
に
と
ど
め
ろ
。

⑯
　
①
寛
喜
元
（
一
二
二
九
）
年
一
二
月
一
五
日
長
谷
郷
内
垣
内
田
愚
論
状
（
『
鎌
倉

　
遺
文
』
三
九
〇
九
　
以
下
『
鎌
倉
遺
文
騙
は
「
鎌
」
、
『
平
安
遺
文
』
は
「
平
」
と

　
略
す
）
・
②
寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
三
月
二
五
研
僧
良
日
田
地
処
分
状
（
「
鎌
」

　
四
一
一
四
）
　
・
③
文
暦
二
（
一
二
三
五
）
年
五
月
一
…
日
紀
年
下
長
谷
郷
末
弘
名

　
端
数
注
文
案
（
「
鎌
」
四
七
五
入
）

⑰
建
長
三
（
コ
一
五
一
）
年
八
月
五
日
沙
弥
書
信
所
領
配
分
状
案
（
「
鎌
」
七
三
三

　
五
）

⑯
註
1
6
③

⑲
註
1
6
②

第
二
章
平
安
期
の
垣
内

平安期の垣内（水野）

　
第
一
章
で
は
、
垣
内
と
い
う
語
・
言
葉
の
本
来
的
意
味
や
そ
の
表
記
の
変
化
等
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
。
本
章
で
は
、
そ
こ
で
の
検
討

を
念
頭
に
お
い
て
、
平
安
期
に
お
け
る
垣
内
の
歴
史
具
体
的
な
あ
り
方
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
最
初
に
平
安
期
の
垣
内
史
料
の
地
域
的
分
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
見
て
お
こ
う
。
史
料
の
数
は
多
い
順
に
、
大
和
三
四
例
、
紀
伊
一
八
例
、
伊
賀
一
三
例
、
伊
勢
一
〇
例
、
豊
前
八
例
、
山
城
七
例
、
安
芸

五
例
、
美
濃
三
例
、
筑
前
三
例
、
河
内
・
和
泉
・
近
江
・
倶
馬
・
下
総
各
一
例
、
不
明
七
例
と
な
る
。
畿
内
近
国
を
中
心
に
、
か
な
り
の
広
が

り
を
も
っ
た
分
布
を
示
し
て
お
り
、
特
定
地
域
の
み
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
時
期
的
な
分
布
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
表
一
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
期
全
体
で
は
一
一
〇
旧
例
に
の
ぼ
る
垣
内
史
料
も
、
一
一
世
紀
前
半
ま
で
は
わ
ず
か
一
〇

数
例
に
す
ぎ
な
い
。
＝
世
紀
後
半
以
降
の
垣
内
史
料
の
急
激
な
増
加
は
、
史
料
総
数
の
増
大
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
注
意
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
史
料
の
残
り
方
自
体
が
垣
内
の
性
格
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
垣
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内
に
つ
い
て
で
き
得
る
限
り
具
体
的
に
考
察
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合
等
に
よ
り
、
主
要
な
考
察
対

象
を
史
料
の
内
容
や
性
格
・
分
布
等
か
ら
伊
勢
の
一
部
お
よ
び
大
和
と
す
る
。
紀
伊
・
伊
賀
・
山
城
等
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し

た
い
。

　
①
蓑
一
の
集
計
に
あ
た
っ
て
、
一
通
の
文
書
に
何
ヵ
所
か
垣
内
の
事
例
が
記
さ
れ
　
　

史
料
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
【
例
と
み
な
し
た
。

　
　
て
い
て
も
一
例
と
し
て
計
算
し
た
。
ま
た
同
一
地
で
あ
っ
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
騨
節
　
俘
勢
国
近
長
谷
寺
資
財
帳
に
み
え
る
垣
内
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ま
ず
最
初
に
、
数
少
な
い
一
一
世
紀
前
半
ま
で
の
垣
内
史
料
の
う
ち
、
垣
内
の
持
つ
性
格
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
天
暦
七
（
九
五
三
）

年
伊
勢
国
近
長
谷
寺
資
財
帳
（
表
一
一
5
）
を
取
り
あ
げ
る
。
近
長
谷
寺
は
、
松
阪
市
の
南
、
多
気
郡
多
気
町
長
谷
の
山
上
に
現
存
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

仁
和
元
（
八
八
五
）
年
に
在
地
豪
族
正
六
位
上
飯
高
宿
禰
諸
氏
（
法
名
仏
子
観
勝
）
が
、
内
外
の
近
親
等
に
勧
め
て
建
立
し
た
地
方
私
寺
で
あ
る
。

こ
の
資
財
帳
は
建
立
以
来
、
飯
高
氏
に
つ
な
が
る
人
々
に
よ
っ
て
近
長
谷
寺
に
施
入
さ
れ
た
堂
舎
・
墾
田
・
畠
等
を
勘
定
し
、
後
代
の
流
記
と

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
載
内
容
等
に
つ
い
て
は
や
や
検
討
を
要
す
る
。
ま
ず
「
本
願
施
主
子
孫
」
や
「
在
地
加
重
署
」
な
ど
の
署
名
部

分
は
、
「
在
名
」
・
「
在
野
」
と
あ
り
、
現
存
資
財
帳
が
案
文
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
資
財
帳
は
、
天
暦
七
（
九
五
三
）

年
に
作
成
さ
れ
、
天
徳
二
（
九
五
八
）
年
の
郡
判
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
文
中
に
「
荒
木
田
有
罪
応
和
二
年
七
月
五
日
施
入
垣
内
戴
塵
」
の
記
載

が
晃
え
て
お
り
、
応
和
二
年
（
九
六
二
）
と
は
時
期
的
に
矛
盾
が
生
じ
る
。
原
本
調
査
の
結
果
、
こ
の
部
分
が
追
贈
で
な
い
こ
と
も
判
明
し
た
。

し
か
し
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
康
保
二
二
百
歩
也
」

　
　
十
八
条
三
菅
生
里
廿
一
二
・
廿
六
坪
治
鼠
段
試
値
歩
『
建
仁
晶
九
坪
一
反
』
　
（
「
　
」
自
筆
・
『
　
』
朱
筆
）

の
よ
う
に
異
筆
で
、
康
保
・
長
和
・
建
仁
（
朱
筆
）
各
段
階
で
の
地
名
・
面
積
等
の
異
同
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
康
保
年

間
（
九
六
四
～
八
）
に
は
現
存
資
財
帳
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
天
暦
七
（
九
五
二
）
年
に
資
財
帳
の
原
本



が
作
成
さ
れ
た
後
、
応
和
二
（
九
六
二
）
年
に
至
っ
て
新
た
に
垣
内
が
施
入
さ
れ
た
た
め
、
案
文
作
成
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
も
書
き
入
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
案
文
は
、
少
な
く
と
も
ニ
ニ
世
紀
初
ま
で
は
所
領
等
の
チ
ェ
ッ
ク
に
あ
た
っ
て
異
同
が
書
き
込
ま
れ
、

実
際
的
な
機
能
を
果
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
現
存
資
財
帳
は
原
本
に
準
ず
る
も
の
で
、
一
〇
世
紀
の
在
地
の

状
況
を
示
す
史
料
と
し
て
よ
い
。

　
資
財
帳
に
は
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
本
願
主
施
入
」
（
建
立
時
に
お
け
る
施
入
で
あ
ろ
う
）
に
よ
る
も
の
か
ら
、
応
和
二
（
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

六
二
）
年
ま
で
の
「
人
々
施
入
墾
田
」
1
1
治
田
お
よ
び
「
畠
」
一
垣
内
等
に
つ
い
て
の
、
条
里
坪
付
・
四
至
・
輿
入
年
月
日
・
施
入
者
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
垣
内
の
一
例
を
示
そ
う
。

　
　
五
相
可
里
四
坪
垣
内
壷
塵

　
　
　
四
至
献
騰
舩
晒
栖
囎
灘
細

　
　
右
垣
内
、
寺
家
座
主
大
法
師
泰
俊
延
喜
十
五
年
正
月
十
四
日
施
入
難
願

　
資
財
帳
に
見
え
る
馬
入
地
は
、
多
気
・
飯
野
・
度
会
三
郡
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
多
気
郡
、
特
に
そ
の
う
ち
の
一
六
条
一
七
条

平安期の垣内（水野）

表3　多気郡一六条一七条東寺領
　　　　」【1合庄田表

一六条二井内塁一三坪上国帖田一町

　　　〃　　　三〇坪一町

　　　箪疋田里四坪下国帖瞬一町

　　　〃　　　三四坪一町

　　　四疋田里四坪橋本町一一町

　　　〃　　　　＝二七坪太田一田丁

　　　〃　　　三型坪宅戸田一町

　　　五梢可里一〇坪一町

　　　ク　　　一一坪村早田一町

　　　六山田里三坪須具田一町

　　　〃　　　一〇坪下腹田～町

一七条二心田里八坪桃原田一町

　　　〃　　　三〇坪庄山田一町

　　　〃　　　＝一一坪一町

　　　ク　　　三六坪二反

に
多
く
集
中
し
て
い
る
（
表
二
）
。
ま
た
多
気
郡
一
六
条
一
七
条
に
は
、
東
寺
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
川
合
庄
田
と
主
張
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
水
田
が
存
在
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る

（
表
三
）
。
以
下
＝
四
条
一
七
条
に
焦
点
を
あ
て
て
論
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
地
形
と
土
地
利
用
に
注
目
し
て
こ
の
地
域
の
条
里
を
復
原
す
る
な
ら
ぼ
、
図
一
の

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
地
域
は
櫛
田
川
中
流
南
岸
の
段
丘

面
上
に
位
置
し
、
山
麓
か
ら
河
岸
に
向
か
っ
て
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
を
示
し
て
お
り
、

一
〇
度
ほ
ど
西
へ
偏
し
た
条
里
制
地
割
が
明
瞭
に
分
布
し
て
い
る
。
当
然
櫛
田
川
の

水
は
密
漁
に
は
利
用
で
き
ず
、
山
麓
の
湧
水
お
よ
び
小
谷
を
せ
き
止
め
た
溜
池
が
用
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多気郡一六条一七条所領一覧

西 北 備 考

公田

故伊勢大嶽藤原

麻続広宗治又畠少在

伊勢友高領地

福田寺田

子午畔

子午畔

僧泰俊領地

治田

斎宮寮前蟹田部門良治

故藤助地

頻（領）地

宮守寺地・佐奈山審治田

長谷治田

公田

長社・大畔

道・藤原定光領地

同寺垣内

里幡社

垣根

百三段一

　
　
田

　
　
沢

　
　
岡

　
　
・
　
沼

岡
岡
山
歩
公

地噸隣経原山山

溝

前主帳武雄治田

国

記
細

論田河

麻続統令領地

道

伊勢元範治・卯酉大道

公田

公田

福田寺田

櫛田河岸

公田

清水寺地

河

櫛田河岸

故相可藤判官忠助地

長谷寺垣

深溝

櫛田河河岸

大道・長谷領垣内

大道

岡

中垣

大溝

公田

岡・公田

公田

同人治

公田

溝
林

卯酉溝’

公田治田

故飯高常爽，延喜ご十二（922）年十一月六日施入

多気郡検校麻続統令施入

｝鵬翫寛靴（895）年正肝三日SE入

飯高豊子施入

8・十七条の3は日置貴曾町子井口郡部薬円：丸，
寛平七（895）年賦進

9・13・14は故麻続在子，延喜十三（913）年五月二十
七日進

10・十七条の2・十七条の4は相可故大司大中臣
良扶施入

11・17前々斎宮寮大允菅済永珍，天慶二（939）年

正月十三日細入

土佐国鍮大中臣清光，天慶九（946）年四月八臼施入

寺家座主大法蘭了泰俊，延喜d一五（915）年正月十匹1日

施入

藤原乙御，延喜十九（919）年二月二H施入

伊勢後生，承平元（931）年正月十五日目入

19・十七条の10は故物部康手
延長二（924）年正月三目施入

神麻続神部麻続員世，中臣部貞安
延醤二十（92Q）年正月廿日施入

仏子薬勝，天暦二（948）年中施入

日山畠布町天暦三（949）年十一月六日施入

飯高僧丸，延喜四（904）年二月十一日施入

故大宰師宮御監伊勢包生，延喜十七（917）年八月二
十一日施入

本願主押入

本願主施入

故麻続孝志子，延轡五（905）年上寺家

少網子給分，近長谷寺施入
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平安期の垣内（水野）

表2　近長谷寺資財帳

嗣劇 条　里　坪　付　字　名 東 南

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14　i

15

16

17

18

19

20　1

コ口寓1

総
則

垣内力i

垣内

治田

治罵，

垣内

垣内

治田

治田

垣内

垣内

垣内

垣内

治田

壇内

十六条一当恵里十二・十三坪六段

　　二井内里九坪　垣内一一処

　　二井内鰐十六坪二段目粗汁

　　二井内里十六坪二段

　　三疋田黒五坪二段

　　三疋田里八坪二段　字常供田田舎垣内

　　三疋田里二十坪四段二百歩

　　三疋田里相可林毒所一処

　　四疋田里ご坪二段　師長佃

　　四疋田里十七坪一段

　　四疋田里十九坪垣内一処

　　四疋田里十九坪垣rs一一処

　　四疋国里十九・ご十坪一段

　　四疋田里三十坪二段

　　五相可里四坪垣内一処

　　五相可里三十一坪垣内一処　字石出垣内

　　五相可里三十一・三十二坪一処　居住仏子
　　仁増

　　六山田黒陶・六坪垣内一処

　　七新家里十九・三十坪三段

条里不明　楓可止利苅垣内一処
（五相可印行）

櫃倉社・岡

伊勢友高領地

伊勢醐雄治田・故
碁勢大輔宅垣内

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
P2

治N力

治圏

境内

治田

治田

治田

治田

治田

治田

治田

治田

治田

長谷寺治

子午畔

福田寺田

園坂大道1
溝

十七条一一一i判田里二十四坪二段三百歩　字帝釈田

　　一判田里二十七坪一段

　　一瓢田里二十九・三十・三十一・三十二坪
　　　　　　　大俣木首垣内一処

　　一一判田里三十三坪二段　在山田寺前

　　二判田里六坪一段

　　三矢田里九坪一段

　　三矢田里十坪二殺

　　四少山里二十二坪百歩

　　四皿山黒三十四・三十五坪一段半

黙纒三↑勤三段

　　五大朽里十二坪二段二首歩

　　五大朽里二十一坪二段

公田

清水寺地

長谷寺領地

i

l礒部寺治
1故犬甘今生領地

i公田

礒慰書領地

故飯高積子垣内
礒部寺垣脚

長社少副殿中垣

岡

中垣

道

溝・岡

小道・故根可大司
大中臣垣内

公田

治田

岡

伊勢石範治

積子処分林・taEC
之処分林

長谷寺魍

魎
岡

岡田

溝

大溝

溝・公田

卯酉畔

ダ晒畔

大道

溝

公田

卯酉路

大目

長谷寺治田

故丹生松総宅

細部寺治田

公田

大道

大法師泰俊領

礒部寺中垣

岡

大道

谷口・溝

富雰寺治

岡林雰

大溝

小道・相模守藤
原惟範朝臣治

蓮少池堤

卯酉畔

諸氏之処分林

間

田
田

治
治
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水
源
と
な
る
の
で
あ
り
、
資
財
帳
の
一
七
条
三
矢
田
里
九
坪
一
反
治
田
の
四
至
「
南
限
些
少
池
堤
」
か
ら
も
、
当
時
に
お
け
る
山
麓
の
溜
池
の

存
在
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
九
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
近
長
谷
寺
に
施
入
さ
れ
た
垣
内
は
、
山
麓
部
の
一
筆
を
除
き
、
他

は
段
丘
先
端
部
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
用
水
源
か
ら
離
れ
、
灌
概
条
件
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
、
託
言
と
し
て
開
発
さ
れ
た
と
推
定
で
き
よ

㍉
フ
。



平安期の垣内（水野）

　
蔵
入
墾
田
の
多
く
は
、
山
麓
や
小
谷
に
、
一
部
が
段
丘
面
上
に
位
置
す
る
。
湧
水
や
溜
池
の
造
成
に
よ
る
開
田
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
段
丘
面
中
央
部
に
は
、
東
寺
領
川
合
庄
田
と
い
わ
れ
て
い
る
田
や
公
田
が
卓
越
す
る
。
条
里
制
地
割
施
行
と
そ
れ
に
伴
な
う
灌

概
条
件
の
整
備
が
、
庄
田
・
公
田
の
存
在
を
許
し
、
そ
の
周
辺
部
に
墾
田
・
畠
地
が
開
か
れ
て
い
っ
た
様
相
を
こ
れ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
筆
で
は
あ
る
が
、
流
入
垣
内
の
中
に
、
五
相
可
里
三
丁
二
坪
一
慮
の
よ
う
に
「
居
住
仏
子
仁
増
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
記
さ
れ
、
居
住
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
四
諦
記
載
か
ら
は
、
　
「
宅
垣
内
」
の
存
在
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
よ
う
に
垣
内
を
家
地
・
屋
敷
地
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
近
長
谷
寺
資
財
帳
に
お
い
て
は
、
居
住
事

実
を
伴
な
う
垣
内
の
例
は
極
め
て
少
数
に
す
ぎ
ず
、
圧
倒
的
多
数
は
畠
地
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
家
地
・
屋
敷
地
を
垣
内
と
岡

義
、
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
解
す
る
こ
と
は
無
理
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
一
〇
世
紀
の
近
長
谷
寺
資
財
帳
に
見
え
る
垣
内
と
は
、
条
里
制
地

割
に
示
さ
れ
る
既
開
発
地
の
縁
辺
に
、
開
発
に
よ
っ
て
生
れ
た
空
間
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
畠
地
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
居
住
地
（
一

「
宅
垣
内
」
）
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
水
田
化
の
遅
れ
た
地
に
立
地
し
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
庭
し
と
し
て
分
割
・
領
有
さ
れ
、
導
入

さ
れ
る
小
規
模
な
空
間
で
あ
る
。
同
じ
開
発
地
で
も
、
墾
田
・
治
田
が
国
衙
の
土
地
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
、
租
税
官
物
徴
収
の
対
象
と
な
る
の

に
対
し
、
垣
内
は
公
的
・
国
家
的
な
支
配
の
鮒
象
と
な
っ
て
い
な
い
地
で
あ
る
。
屯
照
制
的
な
性
格
が
強
い
と
言
わ
れ
て
い
る
日
本
の
班
田
制

で
は
、
水
田
は
律
令
国
家
の
強
力
な
規
制
下
に
置
か
れ
、
墾
田
永
年
私
財
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
墾
田
の
田
主
権
に
し
て
も
、

三
年
間
耕
作
し
な
け
れ
ば
失
っ
て
し
ま
う
不
安
定
な
権
利
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
園
地
・
宅
地
は
国
家
の
規
制
の
枠
外
に
放
置
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
心
地
や
家
地
に
対
す
る
国
衙
の
支
配
は
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
垣
内
も
条
件
に
よ
っ
て
は
治
田
化
さ
れ
る
。
近
長
谷
寺
資
財
帳
に
冤
え
る
一
六
条
三
疋
田
里
八
坪
二
段
の
治
田
は

　
　
四
至
離
舘
寺
田
凝
鍛
畔
宇
常
供
田
田
舎
垣
内
者

と
記
さ
れ
て
い
麺
・
漏
壷
か
ら
は
・
周
囲
に
「
公
田
」
や
「
福
田
寺
田
」
が
立
地
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
裂
用
水
の
便
が
あ
・
た
た
め
・
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垣
内
を
治
田
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
水
田
を
内
容
と
す
る
垣
内
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
法
的
に
は
治
田
と
認
定
さ
れ
、

国
家
的
支
配
の
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

50　（376＞

①
　
近
長
谷
寺
に
関
し
て
は
、
西
口
順
子
「
九
・
十
世
紀
に
お
け
る
地
方
豪
族
の
私

　
寺
」
（
『
仏
激
史
学
』
八
一
1
　
一
九
六
三
年
）
が
詳
し
い
。
資
財
帳
に
つ
い
て
は
、

　
吉
田
晶
「
平
安
山
の
開
発
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
史
林
臨
4
8
…
6
　
一
九

　
穴
五
年
）
・
戸
田
芳
実
「
律
令
制
下
の
『
宅
』
の
変
動
」
（
前
掲
書
）
な
ど
が
ふ
れ

　
て
い
る
。

②
　
「
畠
」
で
あ
っ
て
、
垣
内
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
「
十
六
条
三
疋
田
婁

　
廿
坪
四
段
二
二
歩
」
だ
け
で
あ
る
。
度
会
郡
に
は
「
地
」
三
筆
が
存
し
て
い
る
が
、

　
墾
田
・
畠
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

③
「
平
」
五
入
・
七
六
・
…
三
八
・
二
二
二
・
三
四
二
等
。
『
平
安
遺
文
』
～
巻

　
に
収
め
ら
れ
て
い
る
東
寺
領
川
含
・
大
国
庄
関
係
史
料
の
多
く
は
、
一
一
挫
紀
に

　
成
願
寺
と
相
論
を
重
ね
た
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
偽
文
書
で
あ
る
と
い
わ

　
れ
て
い
る
。
竹
内
理
王
「
律
令
財
政
の
新
展
開
－
村
井
康
彦
著
『
古
代
国
家
解
体

　
過
程
の
研
究
』
1
」
（
『
古
代
か
ら
中
世
へ
』
下
　
～
九
七
八
年
）
し
か
し
後
述
す

　
る
よ
う
に
当
該
地
に
は
閉
瞭
な
条
翼
制
地
割
が
広
が
っ
て
お
り
、
近
長
谷
寺
資
財

　
帳
か
ら
も
近
く
の
坪
に
「
公
田
」
等
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
少

　
な
く
と
も
一
〇
世
紀
に
は
、
東
寺
が
領
有
権
を
主
張
す
る
坪
に
水
田
が
開
か
れ
て

　
い
た
と
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

④
多
気
郡
至
愚
に
関
し
て
は
、
す
で
に
谷
岡
武
雄
「
櫛
田
川
中
・
下
流
域
の
条
里
」

　
（
藤
岡
謙
二
郎
編
『
河
谷
の
歴
史
地
理
』
～
九
五
八
年
）
が
あ
り
、
条
は
北
の
海

　
岸
か
ら
南
へ
、
黒
は
薦
の
郡
境
か
ら
東
へ
進
む
こ
と
、
坪
並
は
条
黒
の
南
西
隅
に

　
始
ま
り
南
東
隅
に
終
わ
ろ
連
続
式
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
閣
ら
か
に
さ
れ
、
復
原
図

　
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
六
条
一
七
条
に
関
し
て
は
、
　
「
三
疋
暗
」
・
「
四

　
疋
田
」
等
の
大
字
名
や
小
字
名
「
十
曾
（
ジ
ュ
ウ
ソ
ウ
∀
翻
＝
一
ご
な
ど
の
地
名
を

　
手
が
か
り
に
、
　
一
六
条
の
三
・
四
・
五
里
を
決
定
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

当
時
の
土
地
利
用
と
地
形
と
を
矛
盾
な
く
一
致
さ
せ
る
に
は
、
図
一
に
示
し
た
復

　
原
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
資
財
帳
の
「
十
六
条
四
疋
田
里
十
九
坪
垣
内
壼
嘘
」

　
お
よ
び
「
十
六
粂
五
相
可
里
卦
一
坪
垣
内
平
庭
」
の
北
境
は
「
河
」
・
「
櫛
田
河
岸
」

　
で
あ
る
が
、
復
原
図
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
施
入
治
田
・
垣
内
の
、

　
四
至
記
載
（
「
物
部
寺
中
垣
」
・
「
礒
部
寺
垣
内
」
等
）
か
ら
は
、
一
六
条
六
山
田
翁

　
五
坪
付
近
に
「
礒
霊
寺
」
の
存
在
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
当
該
地
に
は
小

　
字
「
礒
部
寺
」
が
遺
存
し
て
い
る
。
し
か
し
聖
心
条
の
プ
ラ
ン
を
そ
の
ま
ま
西
へ

　
延
長
し
、
一
当
葱
里
二
一
井
内
里
の
界
線
を
引
く
な
ら
ば
、
資
財
帳
の
記
載
や
川

　
合
庄
田
の
位
置
に
矛
盾
が
起
こ
る
。
二
井
内
里
一
二
坪
に
あ
る
一
町
の
川
合
庄
田

　
は
山
の
上
に
く
る
し
、
一
当
恵
里
＝
丁
三
坪
に
あ
る
治
国
六
段
の
北
鏡
は
「
櫛

　
田
河
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
や
は
り
山
の
中
に
来
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
四
至

　
詑
載
や
土
地
利
用
を
満
足
す
る
よ
う
に
復
原
す
る
な
ら
ば
、
～
当
恵
毘
・
二
井
内

　
里
は
、
三
疋
田
里
以
下
と
二
町
分
北
へ
ず
れ
て
接
続
し
た
と
考
え
る
よ
り
他
は
な

　
い
。
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
に
し
な
く
て
は
、
地
形
に
よ
り
一
六
条
の
北
側
に
若
干

　
の
条
里
空
白
地
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⑤
　
「
宅
垣
内
」
が
晃
え
る
の
は
、
多
気
郡
一
六
条
二
井
内
里
一
六
坪
治
田
二
段
二

　
百
歩
の
四
壁
の
「
故
伊
勢
大
輔
…
宅
垣
内
じ
、
　
度
会
郡
田
辺
郷
里
条
金
尾
地
一
庭
の

　
四
至
の
「
真
神
部
安
士
口
広
壇
内
」
な
ど
。

⑥
弥
永
貞
三
「
律
令
鰯
的
土
地
最
悪
」
（
㎞
、
臼
本
古
代
社
会
縫
済
史
研
究
』
～
九
八

　
○
年
）
・
吉
照
孝
「
公
地
公
災
に
つ
い
て
」
　
（
鋸
馴
日
本
古
代
史
論
集
』
一
九
七
二

　
年
）
・
梅
田
康
夫
「
律
令
制
社
会
の
園
宅
地
所
有
に
つ
い
て
」
（
服
藤
弘
司
・
小
山

　
貞
夫
編
『
法
と
権
力
の
史
的
考
察
』
一
九
七
七
年
）
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⑦
　
木
村
茂
光
「
中
世
成
立
期
に
お
け
る
遺
作
の
性
格
と
領
有
関
係
」
（
『
二
本
写
研

　
究
』
一
八
〇
　
一
九
七
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
〇
世
紀
末
・
一
一
世
紀
初
頭
に
畠
地

　
を
め
ぐ
る
国
衙
ボ
庄
園
領
主
－
農
民
間
の
闘
争
が
開
始
さ
れ
る
が
、
謡
曲
的
に
掌

　
握
さ
れ
る
の
は
延
久
庄
園
整
理
令
が
画
期
と
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
畠

　
地
支
配
に
関
し
て
は
、
木
村
論
文
に
多
く
依
拠
し
て
い
る
。
公
領
・
庄
園
で
農
民

　
住
居
を
掌
握
し
、
こ
れ
に
在
家
役
を
課
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
一
世
紀
宋
・

　
一
二
世
紀
初
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
戸
田
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」

　
（
前
掲
書
）

⑧
本
来
は
施
主
飯
高
氏
の
農
業
経
営
施
設
と
し
て
の
田
舎
（
田
家
）
の
建
つ
敷
地

で
あ
っ
た
の
が
、
治
田
化
恋
れ
、
近
長
谷
寺
の
常
供
田
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
と
理

解
さ
れ
て
い
る
（
戸
田
註
1
論
文
）
。
施
入
墾
田
の
中
に
は
も
う
｝
筆
治
田
化
さ
れ

た
垣
内
が
存
在
す
る
。

　
最
勝
鼠
垣
内
辰
巳
新
開
田
壷
段
余
熱

　
　
塁
離
撮

　
霜
解
、
故
僧
朝
仁
存
日
開
発
寺
垣
内
、
今
請
作
坂
上
有
実
、
在
戯
文

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
近
長
谷
寺
寺
山
の
南
の
山
口
に
位
澱
し
、
山
の
谷

水
で
灌
慨
し
た
と
推
定
さ
れ
る
（
戸
田
譲
1
論
文
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
大
和
国
の
垣
内

　
従
来
の
垣
内
研
究
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
フ
ィ
…
ル
ド
と
な
っ
て
き
た
の
が
大
和
で
あ
る
。
平
安
期
に
限
っ
て
も
最
も
史
料
に
恵
ま
れ
て

い
る
の
が
大
和
で
あ
り
、
し
か
も
多
様
な
史
料
が
残
さ
れ
、
一
国
全
体
の
分
布
を
も
あ
る
程
度
確
定
で
き
る
唯
一
の
地
域
で
あ
る
。
分
析
に
あ

た
っ
て
は
、
ま
ず
垣
内
の
立
地
と
分
布
に
つ
い
て

　
O
　
興
福
寺
雑
役
免
庄
園
（
表
一
1
1
7
）

　
◎
　
左
京
八
条
四
坊
七
坪
嶋
垣
内
（
表
一
i
3
7
・
3
8
・
4
9
・
5
3
・
5
4
・
姻
）

を
中
心
に
考
察
レ
、
垣
内
の
立
地
条
件
と
そ
れ
の
示
す
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
e
は
盆
地
部
の
条
里
潮
地
割
の
縁
辺
や
山
間
に
垣
内
が
位
託

し
た
場
合
で
あ
る
の
に
対
し
、
⇔
は
条
里
制
地
割
内
部
に
垣
内
が
見
出
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
史
料
の
数
か
ら
は
、
e
が
垣
内
立
地
の
一
般
的
傾

向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
次
い
で

　
〔
U
　
宇
智
郡
栄
山
寺
領
（
表
一
i
7
）

　
⇔
　
平
群
郡
法
隆
寺
周
辺
（
表
一
i
2
0
・
3
2
・
4
2
・
4
3
・
4
4
・
4
6
・
4
7
・
5
5
・
5
9
●
8
1
．
8
8
●
魏
）

の
事
例
か
ら
、
垣
内
を
め
ぐ
る
領
主
支
配
の
展
開
を
解
明
し
て
行
き
た
い
。
e
は
一
〇
・
＝
世
紀
、
⇔
は
＝
・
一
二
世
紀
が
考
察
の
中
心
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平安期の垣内（水野）

と
な
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
、
大
和
全
体
の
垣
内
史
料
の
う
ち
、
比
定
可
能
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
図
二
に
示
し
た
Q

　
一
、
垣
内
の
立
地
と
分
布

　
　
e
　
興
福
等
雑
役
免
庄
園

　
延
久
二
（
一
〇
七
Q
）
年
九
月
二
〇
日
興
福
国
大
和
国
雑
役
免
坪
付
帳
（
表
一
1
1
7
）
に
は
、
大
和
国
の
一
五
一
庄
；
二
五
七
町
九
反
余
の
不
輸

免
田
・
雑
役
免
田
に
つ
い
て
、
庄
園
ご
と
に
そ
の
面
積
・
坪
付
等
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
和
国
に
お
け
る
興
福
寺
領
の

全
貌
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
垣
内
と
記
さ
れ
た
坪
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
興
福
寺
領
と
い
う
枠
内
で

は
あ
る
が
、
広
く
大
和
全
体
に
ま
た
が
る
寺
領
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
坪
付
帳
に
見
え
る
垣
内
の
あ
り
方
か
ら
、
一
一
世
紀
後
半
段

階
の
大
和
に
お
け
る
垣
内
立
地
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
垣
内
が
坪
付
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
五
一
庄
の
う
ち
の
次
の
四
庄
で
あ
る
。

　
　
イ
、
城
上
郡
岡
前
庄
五
町
二
反
六
十
歩

　
　
　
　
　
不
輸
免
田
畠
二
町
五
反

　
　
　
　
　
公
園
愚
二
町
七
反
六
十
歩

　
　
　
　
常
楽
会
免
田
二
町
五
段
（
坪
付
略
）

　
　
　
　
公
田
畠
二
町
七
反
六
十
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
黒
）

　
　
　
　
　
廿
四
条
二
塁
八
草
叢
廿
ト
　
十
九
≧
牧
田
五
反
大
　
　
（
中
略
）
　
七
浪
本
二
反
大
　
東
田
岡
本
二
反
　
一
石
栗
三
反
半
　
東
出
垣
内
二
反

　
城
上
郡
岡
前
述
は
不
輸
免
田
畠
（
常
楽
会
免
田
）
お
よ
び
公
照
畠
あ
わ
せ
て
出
町
二
段
六
十
歩
と
い
う
小
面
積
の
庄
で
、
各
坪
は
散
在
傾
向

を
示
す
。
ま
た
坪
名
に
は
「
迫
」
・
「
翼
翼
岡
本
」
と
い
っ
た
表
記
が
見
ら
れ
、
盆
地
部
の
統
一
的
な
条
里
制
地
帯
と
は
違
っ
た
条
件
の
地
域
で

あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
城
上
郡
二
四
条
に
関
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
条
里
の
復
原
は
完
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
地
比
定
は
断
念
せ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
得
な
い
が
、
二
三
条
か
ら
判
断
し
て
桜
井
市
街
東
南
の
鳥
見
山
周
辺
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
盆
地
部
と
は
や
や
異
な
る
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岡
前
罪
の
坪
付
は
、
こ
の
よ
う
な
地
形
的
条
件
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
駅
前
庄
に
お
け
る
垣
内
は
、
盆
地
部
の
条
里
制
地
割
縁
辺
部
に
位

置
す
る
二
段
の
公
田
畠
を
そ
の
内
容
と
す
る
。

　
　
ロ
、
添
下
郡
鷹
山
庄
田
畠
四
町
七
段
百
八
十
ト
　
公
田
也

　
　
　
　
　
　
上
用
丸
一
協
働
　
中
用
丸
一
段
　
砂
谷
上
切
一
段
　
　
（
中
略
）
　
大
北
窪
半
　
高
田
垣
内
一
段
　
稲
葉
垣
内
一
段
　
同
誌
垣
内
一
段
半
　
高
田

　
　
　
　
　
　
北
三
段
百
八
十
ト
　
　
（
中
略
）
　
前
田
一
段
百
八
十
ト
　
古
川
一
段
百
八
十
歩
　
黒
沢
垣
内
三
段
　
中
屋
垣
内
三
段
　
　
（
以
下
略
）

　
添
下
郡
鷹
山
庄
は
地
名
か
ら
現
在
の
生
駒
市
高
山
町
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
坪
付
帳
に
見
え
る
字
名
と
一
致
す
る
か
な
り
の
小
字
名

（
大
北
・
稲
葉
・
前
田
他
）
が
現
存
し
、
当
時
四
町
七
段
百
八
十
歩
に
す
ぎ
な
い
田
畠
が
、
富
雄
川
開
深
谷
沿
い
の
広
い
範
囲
に
散
在
し
て
い

た
事
実
が
判
明
す
る
。
坪
付
帳
に
条
里
表
記
が
な
い
の
も
当
然
な
の
で
あ
る
。
鷹
山
庄
に
お
け
る
垣
内
は
、
生
駒
山
中
に
散
在
す
る
、
一
～
三

段
の
小
規
模
な
公
田
（
畠
）
の
一
存
在
形
態
で
あ
る
。

　
　
ハ
、
葛
上
郡
西
菓
子
庄
廿
二
丁
七
段
百
十
ト
　
公
田
畠
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帯
三
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
（
勢
点
簗
考
）

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）
　
八
里
一
i
一
反
　
二
i
一
反
大
　
三
i
二
反
　
十
五
…
一
反
大
　
骨
九
i
二
反
　
措
一
一
六
十
ト
　
新
開
松
見
眼
中
二
反
　
京
越

　
　
　
　
　
　
垣
内
二
反
法
延
垣
内
大
佐
伯
壇
内
大
・
棟
堂
垣
内
二
反
　
小
都
垣
内
一
反
鵤
田
垣
内
二
反
小
板
屋
内
六
十
ト
　
青
垣
内
一
反
檜
垣

　
　
　
　
　
　
内
一
反
　
保
馬
垣
内
一
反
小
　
坂
本
堂
大
　
酒
部
垣
内
二
反
　
同
歯
へ
六
十
ト
　
佐
太
垣
内
大
　
　
（
以
下
略
）

　
葛
上
郡
顧
葉
子
庄
は
、
現
在
の
御
所
市
街
菓
部
、
櫛
歯
の
あ
た
り
に
疎
に
広
が
る
庄
園
で
あ
る
。
こ
の
地
は
葛
城
山
東
麓
の
扇
状
地
で
あ
り
、

河
川
の
浸
食
が
進
ん
だ
複
雑
な
地
形
を
慨
し
、
条
里
制
地
割
も
山
寄
り
の
地
帯
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
庄
に
お
け
る
垣
内
の
存
在
形
態

で
最
も
注
園
さ
れ
る
の
は
、
三
三
条
八
里
（
櫛
羅
東
部
、
早
目
に
か
け
て
の
地
）
に
か
な
り
の
数
の
垣
内
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
条
里
制
地
割
の
明
瞭
な
比
較
的
平
坦
な
地
域
に
は
検
出
さ
れ
ず
、
か
な
り
の
傾
斜
を
示
す
山
寄
り
の
地
域
に
の
み
垣
内
は
立
地
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
「
新
開
松
見
垣
内
二
反
」
の
よ
う
に
、
新
開
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
は
全
体
に
公
田
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
卓
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
垣
内
群
よ
り
西
（
白
蔓
寄
り
）
に
は
、
史
料
か
ら
は
公
田
島
の
存
在
は
確
認
で
き
ず
、
新
開
と
い
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う
表
現
か
ら
も
、
こ
の
付
近
が
当
時
に
お
け
る
開
発
の
前
線
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
垣
内
群
の
比
定
地
域
（
図
三
参
照
）
の
東
に
は
、

式
内
大
社
鴨
山
口
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
の
社
地
の
小
字
名
は
「
大
湊
」
で
水
源
を
意
味
し
て
お
り
、
事
実
そ
の
あ
た
り
は
湧
水
点
な
の

　
　
③

で
あ
る
。
三
三
条
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
水
源
と
考
え
ら
れ
る
式
内
社
の
あ
た
り
ま
で
が
、
条
里
制
地
割
施
行
と
の
関
連
の
中
で
開
発
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
遅
れ
て
扇
頂
部
に
向
っ
て
開
拓
が
着
手
さ
れ
た
時
、
拠
点
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
が
垣
内
な
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
葛
上
郡
今
木
庄
田
畠
廿
二
町
五
段
百
廿
歩

　
　
　
不
輸
免
照
廿
町
三
段

　
　
　
公
田
畠
二
町
二
段
小

　
　
春
習
御
社
御
幣
田
廿
町

　
　
　
　
　
　
　
　
（
桝
条
二
里
）

　
　
　
　
　
（
中
略
）
　
冊
i
四
反
　
辮
一
i
二
反

　
　
　
　
反
　
　
ニ
ー
六
反
　
　
三
i
一
二
反
　
　
（
・
甲
略
）

　
　
神
地
田
三
段
（
坪
付
略
）

　
　
公
田
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
（
辮
条
）
r

　
　
　
　
　
（
中
略
）
　
二
里
十
七
－
爾
垣
内
一
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
漸
「
条
）

措
五
一
一
反
床
垣
内
一
反
　
（
中
略
）
　
二
里
一
i
三
反
和
田
垣
内
一
反
小

　
ユ
ロ
六
一
二
反
　
今
木
情
」
内
一
反
　

廿
七
i
一
反
　
　
（
以
下
－
略
）

十
三
一
一
反
　
（
以
下
略
）

小
中
垣
内
一
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葛
上
郡
今
木
庄
の
不
輸
免
田
二
〇
町
三
段
（
春
日
御
社
御
幣
田
二
〇
町
・
神
地
田
三
段
）
お
よ
び
公
田
畠
こ
町
二
段
小
は
、
葛
上
郡
三
二
・

三
条
と
三
九
条
以
南
の
ニ
ヵ
所
よ
り
成
る
。
垣
内
の
見
ら
れ
る
の
は
後
者
に
限
ら
れ
る
た
め
、
三
九
条
以
南
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
く
。
こ

の
地
域
も
、
か
な
り
の
傾
斜
を
示
す
扇
状
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
河
川
に
よ
る
浸
食
が
進
行
し
て
い
る
複
雑
な
地
形
条
件
を
示
し
て
お
り
、
文

書
上
に
お
い
て
は
条
里
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
…
扇
頂
部
に
近
い
あ
た
り
は
ほ
と
ん
ど
地
割
の
痕
跡
を
留
め
て
お
ら
ず
、
末
施

行
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
三
九
条
二
里
あ
た
り
で
は
西
に
一
一
度
振
れ
た
地
割
が
検
出
さ
れ
る
一
方
、
四
一
条
一
里
に
な
る
と
逆
に
や

や
東
に
振
れ
た
地
割
を
見
出
す
。
南
方
宇
智
郡
界
に
近
い
風
ノ
森
付
近
で
は
、
東
へ
一
四
度
傾
い
た
地
割
が
残
る
。
垣
内
の
記
載
は
、
今
木
庄



平安期の垣内（水野）

内
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
条
里
制
地
割
が
施
行
・
遺
存
し
て
い
る
地
域
に
は
見
出
さ
れ
ず
、
扇
頂
寄
り
の
部
分
に
の
み
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
雑
役
免
坪
付
帳
に
見
え
る
垣
内
を
含
む
四
庄
園
を
概
観
し
て
き
た
。
興
福
寺
雑
役
免
田
は
盆
地
部
の
条
里
制
地
帯
に
も
多
く
分
布
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
四
庄
の
坪
付
に
表
れ
る
垣
内
は
、
す
べ
て
条
里
調
地
割
の
縁
辺
や
山
間
部
に
限
ら
れ
、
地
割
が
施
行
さ
れ
な

か
っ
た
か
あ
る
い
は
一
部
の
み
に
止
ま
っ
て
い
た
地
域
に
位
置
す
る
。
当
然
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
地
は
、
条
里
制
地
帯
に
比
し
て
開
発
が
遅
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
葛
上
郡
西
菓
子
庄
で
は
明
ら
か
に
開
発
の
進
行
の
申
で
垣
内
が
成
立
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
雑
役
免
坪
付
帳
に
み
え
る
垣
内
立
地
の
傾
向
は
、
な
に
も
こ
の
坪
付
帳
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
図
二
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

後
に
考
察
す
る
宇
智
郡
栄
山
寺
領
や
平
群
郡
法
隆
寺
周
辺
も
含
め
て
、
立
地
の
明
示
で
き
る
諸
事
例
は
、
条
里
制
地
黒
縁
辺
の
段
丘
・
扇
状
地

・
丘
陵
や
山
間
部
に
位
置
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
和
国
一
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
平
安
期
の
垣
内
全
般
に
も
基
本
的

に
該
当
す
る
性
格
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
⇔
　
左
京
八
条
四
坊
七
坪
嶋
垣
内

　
条
里
制
地
割
内
部
に
垣
内
が
立
地
し
た
例
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
一
つ
の
典
型
と
し
て
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
旧
平
城
京
域
の
左
京

　
　
　
　
　
　
　
　
④

八
条
四
坊
七
坪
嶋
垣
内
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
時
期
の
断
片
的
な
姿
だ
け
で
は
な
く
、
平
安
～
鎌
倉
へ
の
変
遷
が
た
ど
れ
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
同
所
の
奈
良
時
代
の
状
況
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
宝
亀
三
（
七
七
二
）
年
一
二
月
二
九
日
他
田
建
足
桑
内
真
公
月
借
銭
解
に
は

謹
解
　
申
請
月
借
銭
事

合
藩
文
利
・
庸
別
＋
・
文
質
黎
一
区
雛
猷
講
坊
地
＋
。
分
之
一

　
　
他
田
舎
人
建
足
三
百
文

　
　
桑
内
連
真
公
五
百
文

　
　
　
（
以
下
略
、
傍
点
筆
老
）
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と
あ
る
。
　
「
十
六
分
之
一
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
左
京
八
条
四
坊
の
地
が
、
一
六
戸
主
制
に
つ
な
が
る
よ
う
な
京
内
宅
地
割
が
施
行
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
三
二
分
し
た
例
も
こ
の
左
京
八
条
四
坊
で
見
出
さ
れ
る
。
左
京
八
条
四
坊
に
は
、
史
料
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

天
平
勝
宝
・
宝
亀
年
間
で
五
名
の
居
住
者
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
東
市
も
近
い
こ
と
か
ら
、
一
定
の
居
住
人
口
を
擁
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
近
接
し
た
八
条
宿
坊
で
は
宅
地
割
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
報
告
に
よ
れ

ぽ
九
坪
の
東
項
部
か
ら
は
、
五
期
に
わ
た
る
建
物
群
が
認
め
ら
れ
、
第
玉
期
で
は
二
行
八
職
制
に
よ
っ
て
南
か
ら
八
分
の
一
町
、
一
六
分
の
一

町
、
　
六
分
の
一
町
、
一
六
分
の
一
町
に
区
分
す
る
東
西
の
細
溝
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
区
分
ご
と
に
井
芦
が
一
基
づ
つ
存
在
し
、
建
物

群
も
こ
の
単
位
で
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
第
W
期
の
奈
良
時
代
末
に
は
細
心
で
限
ら
れ
た
宅
地
割
は
認
め
ら
れ
な
く

な
り
、
区
割
が
乱
れ
て
く
る
と
い
う
。
こ
の
発
掘
事
例
か
ら
も
、
今
問
題
と
し
て
い
る
八
条
四
坊
に
は
、
八
世
紀
段
階
に
お
い
て
一
六
分
の
一
、

あ
る
い
は
三
二
分
の
一
に
区
画
さ
れ
た
宅
地
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
平
安
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
八
条
四
坊
七
坪
辰
巳
角
の
地
を
め
ぐ
る
一
連
の
売
券
が
残
さ
れ
て
い
る
。
天
喜
二
（
一
〇
五
四
）
年
四
月
九
日
秦

　
　
　
　
　
　
⑨

某
家
地
直
網
講
文
に
お
い
て
、
売
買
人
は
こ
の
地
を
「
家
地
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
在
地
刀
禰
・
庄
司
ら
の
保
証
文
言
で
は
、
　
「
畠
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
目
認
識
の
違
い
は
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
尾
幌
と
家
地
が
制
度
的
に
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

め
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
嘉
承
二
（
＝
〇
七
）
年
＝
一
月
二
八
日
大
安
寺
奏
上
座
長
会
畠
売
券
に
は

　
　
謹
解
申
　
売
買
畠
立
券
事

　
　
　
合
参
段

　
　
　
在
左
京
八
条
四
坊
七
坪
辰
巳
角
、
字
嶋
垣
内

　
　
　
　
四
至
囎
離
罐
親
墳
嬬
麟

　
　
嘉
件
地
、
元
者
、
大
安
寺
権
上
座
長
会
大
法
師
網
伝
所
領
也
、
　
（
以
下
略
）

と
あ
り
、
左
京
八
条
四
坊
七
坪
辰
巳
角
の
地
は
、
　
「
嶋
垣
内
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
七
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、
転
々
と
所
有
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者
を
替
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
、
嶋
垣
内
は
す
べ
て
野
地
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
に
即
し
て
言
う
な
ら
ぼ
、
宝
亀
段
階
で
は
二
行
耳
門
一
六
戸
主
制
に
連
な
る
京
内
宅
地
割
が
な
さ
れ
、
板
屋
等
が
建
て
ら
れ

て
い
た
の
が
、
平
域
廃
都
後
、
天
喜
年
間
に
は
そ
れ
ら
の
宅
地
跡
は
「
家
地
」
の
名
臼
（
内
容
的
に
は
「
畠
し
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
で
売

買
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
＝
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
嶋
垣
内
と
い
う
字
名
を
持
つ
垣
で
区
画
さ
れ
た
（
四
至
か
ら
垣
で
区
顧
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
）
畠
地
と
し
て
転
売
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
次
に
鎌
倉
期
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
売
渡
　
私
領
水
田
事

　
　
　
合
壼
段
者
字
嶋
填
内

　
　
在
左
京
八
条
四
坊
染
坪
之
内
自
東
四
段
目

　
　
　
　
四
至
、
在
本
券
文
之
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
右
、
件
水
田
者
、
尼
妙
心
先
祖
相
伝
之
私
領
也
、
　
（
以
下
略
）

　
こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
嶋
垣
内
は
鎌
倉
申
期
に
は
す
で
に
水
田
化
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
西
大
寺
田
園
翠
雲
」
か
ら
は
、
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
垣
）

垣
内
の
周
囲
に
は
、
同
じ
よ
う
な
経
過
で
都
内
宅
地
割
の
跡
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
「
辰
市
兵
部
福
内
」
・
「
辰
市
ヒ
メ
ト
ウ
ノ
東
ヲ
ノ
ノ
カ

イ
ト
」
・
「
シ
リ
キ
レ
ノ
垣
内
」
等
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
図
四
参
照
）
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
垣
内
も
＝
二
世
紀
後
半
に
は
す
べ
て

　
　
　
　
　
⑫

水
田
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
可
能
に
し
た
条
件
は
何
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
嶋
垣
内
比
定
地
の
北
を
東
西
に
走
る
岩
井
川
の
現
流
路
は
、
旧
七
条
大
路
に
あ
た
る
も
の
で
、
当
然
平
城
廃
都
後
に
付
け
替
え
ら
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
文
明
頃
（
一
四
六
九
～
八
七
）
と
考
え
ら
れ
、
嶋
垣
内
の
水
田
化
と
は
関
係
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
、
嶋
垣
内

周
辺
地
域
は
す
べ
て
東
九
条
池
の
水
が
か
り
で
あ
る
。
こ
の
地
は
東
が
高
く
、
西
へ
ゆ
る
や
か
に
傾
斜
し
て
い
る
と
同
時
に
、
南
に
比
し
て
北

が
高
く
な
っ
た
地
形
で
あ
り
、
東
九
条
池
は
東
・
南
・
西
に
堤
を
築
き
、
北
か
ら
水
路
を
引
い
て
岩
井
川
の
水
を
導
い
て
い
る
。
堤
は
嶋
垣
内

比
定
地
と
は
約
七
メ
ー
ト
ル
高
く
、
嶋
垣
内
を
含
む
西
側
の
耕
地
に
と
っ
て
は
好
適
の
灌
概
用
溜
池
と
な
っ
て
い
る
。
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図4　左京八条四坊七坪周辺条坊図
簸
獄
・
こ

　
　
　
　
・
コ
ー
攣
臨
…
駄

雲
凝
舞
楽
一 耳

順
属
土
劇
ヂ
珊
蟹

町
r

　
　
　
曽
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
f
響

一　

　
池
の
築
造
時
期
に
つ
い
て
は
、
平
城
京
造
営
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ

　
⑭

る
が
、
灌
財
用
に
整
備
さ
れ
た
の
は
、
廃
都
後
こ
の
地
域
の
耕
地
化
が

進
め
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
平
城
京
の
宅
地
割
の
跡
に
、

垣
で
区
画
さ
れ
た
八
三
と
し
て
出
現
し
た
嶋
垣
内
が
、
水
田
化
を
遂
げ

た
背
景
に
は
、
東
九
条
池
の
灌
概
用
溜
池
と
し
て
の
整
備
を
想
定
し
て

お
き
た
い
。
そ
れ
は
嶋
垣
内
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
辺
の
諸
垣
内
を

含
め
た
、
一
定
地
域
全
体
の
生
産
条
件
の
改
編
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
。
水
田
を
内
容
と
し
た
垣
内
が
出
現
す
る
過
程
を
示
す
も
の
と
言

え
よ
う
。

　
他
に
も
盆
地
部
の
条
里
制
地
割
地
帯
に
垣
内
が
見
ら
れ
る
。
表
一
一

77

ﾌ
「
さ
い
か
わ
の
か
い
と
」
は
、
城
上
郡
東
郷
一
六
条
三
里
二
・
三

坪
に
位
置
し
た
三
段
小
の
家
地
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
初
瀬
川
・
石
岸
の
自
然
堤
防
上
に
比
定
で
き
る
（
弔
旗
）
。
ま
た
後
述

す
る
平
群
郡
一
一
条
五
里
二
三
・
二
六
坪
の
豊
富
垣
内
も
大
和
川
自
然

堤
防
上
に
比
定
で
き
る
（
図
六
）
。
こ
の
よ
う
に
条
里
欄
地
割
地
帯
に
垣

内
が
検
出
さ
れ
る
の
は
、
自
然
堤
防
と
い
っ
た
水
田
化
の
困
難
な
地
や
、

嶋
垣
内
の
よ
う
に
平
城
京
廃
都
後
に
、
新
し
く
再
開
発
が
進
め
ら
れ
た

地
の
場
合
な
の
で
あ
る
。

60 （386）



図5

　　ノマて

i羅鰐のかい、．．’

臨鰹鱒’．ノ

城下郡一六条三里二・三坪さいかわのかいと比定図

　　’●．白．P’…　　　　　　，・』　　　覧h，雛一
　　　　　　　　　　　ロもヒ　ヤ　モロコ　　

酬1脇生構無

　　　　　　　　　　　　　ほぼり

平群郡十一条五里二三・二六坪豊富垣内比定図図6

欝
欝

～．．＿＿乳謹

　ゐぱコ驚華難

小
室
・

頁
の
垣
内

．
木
　
里
．
騒

案
奮
葛

…
・
．
…
・
・
幽

詠

麹
　
ロ鱗

．
ソ

蠕
菱
／
鍵

安期の垣内（水野）

①
　
大
和
の
条
里
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
大
和

　
国
条
里
復
原
図
』
一
九
入
○
年
に
よ
っ
た
。
ま
た
図
三
～
七
の
原
図
に
も
そ
れ
を

　
用
い
た
。

②
　
三
三
条
に
関
し
て
は
、
史
料
上
こ
れ
以
西
に
耕
地
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
三
二
条
で
も
七
里
ま
で
、
三
四
条
で
は
九
里
に
「
賀
茂
寺
前
月
半
」
の
み
が
見
え

　
る
。

③
　
『
御
所
市
史
』
式
内
社
考
（
志
賀
剛
Y
集
落
（
千
田
正
美
）
一
九
六
五
年

④
　
こ
の
地
に
つ
い
て
は
大
井
重
二
郎
「
平
城
廃
都
後
の
宅
地
の
形
態
」
・
「
平
城
京

　
の
東
市
よ
り
中
世
の
辰
市
へ
の
変
遷
」
（
『
平
城
古
誌
』
一
九
七
四
年
）
が
参
考
に

　
な
る
。

⑤
　
『
大
日
本
古
文
書
』
六
．
四
二
七
頁

⑥
宝
亀
四
（
七
七
二
）
年
四
月
五
日
山
部
針
間
麻
呂
月
借
銭
解
（
『
大
日
本
古
文
書
』

　
六
　
五
一
〇
頁
）
に
は

　
　
謹
解
　
申
請
月
借
銭
事

　
　
　
合
六
夏
繍
理
辮
骸
二
分
之
一
在
板
屋
前
在
左
京
八
条
四
坊

　
と
み
え
る
。
大
井
氏
は
当
初
二
行
八
門
一
六
戸
主
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
が
、

　
平
城
末
期
の
宝
亀
年
間
に
は
、
三
二
戸
主
制
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

⑦
　
大
井
前
掲
論
文
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⑧
奈
良
県
『
平
域
京
左
京
入
条
三
坊
発
掘
謁
査
概
報
東
市
周
辺
東
北
地
域
の
調
査
』

　
　
九
七
六
年

⑨
　
「
平
」
七
一
三

　
　
謹
解
　
申
請
納
家
地
直
絹
事

　
　
　
「
米
八
鮒
」

　
　
　
合
騨
疋
者
　
在
左
京
八
条
四
坊
七
坪
巽
角

　
　
右
、
件
家
地
直
達
、
依
員
所
生
軽
輩
件
、
注
事
状
以
解
、

　
　
　
　
天
喜
鼠
年
四
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
売
人
棊
（
草
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
買
人
僧

　
　
「
件
畠
売
買
事
明
白
也
、
傍
在
地
刀
禰
井
御
庄
耐
雪
著
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
「
末
野
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
（
草
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
都
那
（
草
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
庄
司
寺
主
大
法
師
」

⑩
　
表
一
一
3
7

⑭
文
永
三
（
　
二
六
六
）
年
九
月
二
四
日
尼
妙
心
田
地
売
券
（
「
鎌
」
九
五
七
一
）

⑫
　
　
「
西
大
寺
団
園
目
録
」
　
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
　
寺
誌
叢
書
2
』
）
の
該
当
部
分

　
を
摘
記
す
る
。

　
。
添
上
郡
左
京
八
条
四
坊
入
坪
内
二
段
字
辰
市
兵
部
福
内

二
、
領
主
支
配
と
垣
内

　
O
　
宇
智
郡
栄
山
寺
領

栄
山
寺
は
五
条
市
小
島
の
吉
野
川
段
丘
上
に
建
つ
寺
院
で
、

る
。
ま
た
五
〇
通
近
い
平
安
期
の
史
料
を
残
し
、

　
　
　
雀
羅
米
一
石
山
ハ
斗
十
・
二
A
旦
疋

　
　
　
（
一
二
九
六
）

　
　
　
永
仁
四
年
八
月
日
　
春
光
女
脇
田
播
磨
工
女
也
、
西
悔
過
院
阿
弥
陀
仏
寄
之
、

　
。
添
上
郡
左
山
凧
入
条
四
［
坊
由
ハ
坪
内
一
州
段
襯
†
シ
リ
キ
レ
ノ
壇
内

　
　
　
所
当
米
八
斗
五
升

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
添
上
郡
左
京
八
条
四
坊
二
坪
内
一
段
竿
辰
市
ヒ
メ
タ
ゥ
ノ
東
ヲ
ノ
ノ
カ
イ
ト

　
　
　
所
当
米
八
斗

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
已
上
膏
ニ
ケ
所
、
A
置
目
町
一
段
小
、
地
利
十
H
五
石
…
斗

　
　
（
一
二
八
　
ご
）

　
　
弘
安
六
年
四
月
日
、
近
住
覚
実
願
信
房
、
宝
生
護
圏
院
丼
護
麻
堂
、
毎
臼
仏
聖

　
　
燈
油
料
二
日
之
、
但
本
券
文
難
為
通
用
三
宝
物
、
施
主
存
生
之
晴
有
評
定
被
定

　
　
之
、

⑬
　
堀
井
甚
一
郎
・
伊
達
宗
泰
「
平
城
京
域
内
河
川
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す
る
研
究
」

　
（
奈
良
市
企
画
部
企
画
課
『
平
城
京
の
復
原
保
存
計
画
に
関
す
る
調
査
研
究
』
一

　
九
七
二
年
）

⑭
同
右
論
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
仲
麻
呂
が
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
八
角
堂
は
今
に
そ
の
姿
を
と
ど
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
分
析
は
近
年
着
実
に
進
捗
し
て
い
る
が
、
中
で
も
い
わ
ゆ
る
免
除
領
田
制
に
基
づ
い

て
作
成
さ
れ
た
一
五
通
の
栄
山
寺
牒
お
よ
び
寺
領
に
関
す
る
四
通
の
太
政
官
符
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
の
分
析
も
こ
の
栄
山
寺
牒
が
中
心
と
な
る
。
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平安期の垣内（水野）

　
太
政
官
符
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
寺
領
田
は
、
宇
智
郡
を
中
心
に
一
部
十
市
・
広
瀬
両
型
に
ま
で
広
く
及
ん
で
い
る
が
、
基
本
と
な
る
の
は

宇
智
郡
の
南
家
藤
原
武
智
麿
の
「
墓
山
地
」
お
よ
び
「
西
新
開
」
・
「
高
栗
栖
牧
地
し
で
あ
る
。
牒
に
は
こ
れ
ら
の
寺
領
田
の
条
里
坪
付
・
面
積

等
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
国
司
交
替
ご
と
に
国
衙
に
弄
物
の
免
除
が
申
請
さ
れ
る
。
提
出
さ
れ
た
牒
は
国
衙
田
所
に
お
い
て
、
各
坪
内
の
免
田
の

有
無
に
関
す
る
官
符
等
と
の
勘
合
結
果
や
現
下
面
積
が
朱
注
さ
れ
、
国
司
の
免
判
が
加
え
ら
れ
て
寺
に
返
付
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

経
て
寺
領
田
の
官
物
が
免
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
牒
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
寺
領
田
の
中
に
「
垣
内
」
と
記
さ
れ
た
坪
が
存
在
す
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

（
表
四
）
。
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
永
粋
二
（
九
九
〇
）
年
牒
に
は
こ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
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『
官
符
一
反
百
骨
歩
鏡
荒
鶏
乍
二
段
鴇
官
符
A
昌
『
乍
　
反
半
魏
官
符
含
恕
．
作
隔

康平2（1059）年　勝誓

3－925

ヲミ喜2（1054）年　勝筆

3－724

（1）

（2）

一反r寺合引已s

一・一ｽr寺合乍巳』

二反　天元三・九・一九官符

　　　r官符合乍已3

［一反　天元三・九一九官符

　　　r官符合乍已』

一反　天元三・九・一一九官符

　　『符合　 乍二四〇ト』

｛3）

（4）

（5）

（6）

（6）’

　
　
（
三
略
）
　
池
尻
一
段
百
六
十
歩
　
同
池
北
へ
二
段
　
池
心
三
段

二
坪
『
官
符
合
馳
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
官
符
合
』
　
　
一
　
「
字
蓮
畠
」

十
□
東
へ
三
段
「
畠
」
　
河
南
三
条
五
里
内
勝
幸
垣
内
二
段
口
霞
『
不
注
作
馬
上
鰻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
、
＼
、

、
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
作
』
簡
□
口
作
』

加
鑑
蟹
、
叢
灘
諮
興
璽
麗
擁
教
雷
．
露
蛤
捉
建

　
　
　
　
　
『
不
注
作
蜘
　
　
　
　
　
　
　
　
、
こ
こ
、

　
　
　
鴨
官
符
合
』
『
荒
臨
　
　
　
碗
官
符
合
囲
卿
荒
』

塗
則
藷
里
段
錘
細
田
三
百
歩
哩
齪
講
一
ハ
二
二
灘

　
　
　
　
『
官
符
合
咄
『
乍
巳
』
　
　
鴨
官
符
合
一
㎎
作
巳
』

同
条
里
十
五
垣
内
二
段
　
同
坪
南
谷
一
段
　
河
南
三
条
五
里
一
里
悪
行

　
　
凹
官
符
蝕

山
中
田
一
二
段
『
作
隔

　
　
　
（
以
下
略
、
「
　
」
異
筆
・
『
　
』
国
衙
田
所
朱
注
）
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1長和・（・・13）年牒　寛仁元（…7）年劇通安元（・…）年三 1砺・（・・25）年牒

1　・一・7・　1　・一478　1　・一・84　1・一・・3

（ユ）

（2）

二反r同符合乍已』
二反r寺合，陶符』

@r乍二反』

一反一八○トr寺

@合』r乍已』

二反r永延i三年符合

@乍一反』　　　（3｝

（3｝

五反rr司官符三反垣内

@元色一二〇ト，乍申出

@一二〇ト』

三反r同符寺合三反
@一二〇ト』r乍三Ii反』

三反一二〇トr寺合』

@r乍三反一入○ト』

三反r同符二反

@乍二反白州』

〔4）

一反r同符合乍已』
一反r同符寺合』

@　罪乍已』

一反r…二合』

@　r乍已』
一反r同符合不』

｛5｝ 一反r同符合乍薫○○ト』

一反r同符寺台三四

@〇ト』r乍三〇〇

@ト』

一反r寺合』r乍已』 一反r同符合不已』

（6） 三反字六鏡田r天元三

@一官符四反乍已』
二反r同符合不』

（6｝’

「長元・（1・29）年1副長久・（・・4・）年劇永承元（・・46）年牒1永承・（・・5・）轍

1　・一・・6　1　・一595　1　・一638　i　・一684

〔1｝

1

（2）

｛3） 三反r乍一反』「官符合」 二反r目合不乍』
三反r符合』

@　r乍三反』
三反「寺乍已」

〔4｝ 一反r乍已』「宮符合」 一反r寺合川已』
一反r符合』

@　r乍巳』
一反「四川已」

（5） 二反r乍一反』「官符合」
一反r寺二四〇ト

瘉齡ｽ公一二〇ト』

一反r符合』　　　　　　　　一反「寺乍已」　　r乍已』

（6）

〔6｝！

註｛1）・②は本文に述べたように岡田B論文による。

註〔3｝の國墾田双翼注に永延三年符とあるのは，他史料より明らかに天元三年符の誤りである。
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平安期の垣内（水野）

表4栄山寺領垣内表
緻虚栄峙劇天元・（98・）鮪符1 永酢2（990）馬印 正暦5（994）年麟讐

平安遺文番号 12－31s，　lo－4go71
2－341 2－359

（1｝佐味条七里

　　十坪山田垣内

（2）　　河南三三条五里

　　二坪北辺垣内

（3｝　！1

　　一一五坪垣内

（4） 1
！

蓮田

（5）
ク

染田

（6）　　〃　　六里

　　二六坪西辺鏡田

（6｝「　　ク

　　ニ六坪西辺垣内

二反

　高栗栖牧地

一反

　高栗極牧地

二反r官符合，作已』

一一ｪ○ト『不注作』

二反r官符合，不注作』

二反r官符合，不注作』

r官符合』　「字蓮畠」

勝幸垣内二段□〔コ　　　　1一反『官符含不注作毒

　　　r未注輪上帳』ω！

r官符合』　　「字田畠」　　i

加姫内一梭ﾆ讐馴駁・官船，不注作・
　　　『不注f乍…壽　　　　　　（2）

i

l四反r官符合．不注作』

1

蘇・（…2）年劇 寛弘3（1006）二形iミ 晦・（…9）年劇難尋鴇窪斐

4－474 2－443 2－451 2－456

（ユ）

（2）

（3）

（4）

（5］

（6）

（6）t

三反

三反

一反

一反

一反r官符合， f／F合，　…寺…Eヨ』

　　r死図』

一反r先扇合，官符合9

　　　　　　　r作也・元』

二反r不已i

二反r不已』

一反r乍已2

二四〇ト『乍一八

　○ト』

二反

天元三ヴい一九官符

一反

天元三・九ny一一一九官符

一反

天元三’九’一h官符1

二反

天元三・九・一一九官符

　i二二＝1は破損部分に坪が記載されていたことが推定できるもの（岡田A・B論文参照）。記載はすべ

　てr平安遺文』によった。ただし長保4年栄山寺牒は，文潜の日付は長和2年となっているが，

　米田氏によって長保4年のものと考証されている（米田A論文）。
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「
蓮
畠
」
・
「
虚
誕
」
に
関
し
て
は
、
後
の
牒
の
該
当
部
分
に
は
す
べ
て
「
蓮
田
」
・
「
染
田
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
牒
の
み
が
「
蓮
畠
」
・

「
染
畠
」
と
異
筆
で
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。
「
勝
幸
垣
内
」
・
「
加
鎮
塩
断
」
の
名
も
こ
の
時
の
み
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
蓮
田
」
・
「
染
田
」
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
段
の
官
物
免
除
は
、
天
元
三
（
九
八
○
）
年
官
符
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
同
官
符
で
免
除
が
認
め
ら
れ

た
は
ず
の
「
興
田
」
や
「
松
前
井
南
田
」
等
も
永
独
自
（
九
九
〇
）
年
牒
で
は
「
常
荒
」
・
「
荒
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
元
三

（
九
八
○
）
年
官
符
に
記
載
さ
れ
て
免
田
と
認
め
ら
れ
た
坪
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
点
で
開
田
が
完
了
し
て
い
た
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
栄
山
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
未
開
田
の
地
ま
で
も
、
官
符
に
記
載
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
免
田
と
し
て
の
権
利
を
獲
得
し
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
。
永
生
禅
（
九
九
〇
）

年
忌
で
分
「
奮
」
・
「
染
畠
」
へ
の
書
き
直
し
は
・
、
・
れ
ら
の
地
が
そ
の
時
ま
董
地
で
あ
・
た
た
め
と
無
心
わ
ゆ
開
発
途
上
の
・
の
段
階
で

は
、
耕
地
を
表
示
す
る
に
あ
た
っ
て
「
勝
幸
垣
内
」
・
「
加
重
垣
内
」
と
明
記
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
当
時
、
こ
れ
ら
の
坪
の
属
す
る
吉
野
川
南
岸
の
河
南
三
条
高
栗
栖
牧
地
は
、
岡
田
隆
夫
属
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
河
南
三
条
五
里

　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
条
里
一
五
坪
－
筆
潜
）

一
里
許
行
触
中
田
」
・
「
同
坪
南
谷
」
等
の
字
名
が
示
す
よ
う
な
、
条
里
縁
辺
の
山
間
・
河
谷
な
ど
の
開
発
が
、
池
の
構
築
を
も
伴
な
い
な
が
ら

（
宇
名
「
池
尻
」
・
「
池
心
」
等
）
、
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
正
暦
五
（
九
九
四
）
年
玉
で
一
度
だ
け
申
請
さ
れ
た
河
北
の
佐
味

条
七
里
一
〇
坪
山
田
垣
内
（
小
島
山
東
部
の
小
谷
に
あ
た
る
）
以
外
は
、
こ
の
地
に
垣
内
は
集
中
し
て
お
り
、
一
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
開
発

と
の
関
連
に
お
い
て
、
栄
山
寺
牒
に
見
え
る
垣
内
は
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
永
延
三
（
九
八
九
）
年
官
符
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
土

人
致
妨
、
称
量
治
田
領
畠
、
不
弁
地
利
」
と
い
う
栄
山
寺
の
訴
え
を
は
じ
め
、
一
〇
世
紀
後
半
・
＝
世
紀
初
の
官
符
・
牒
か
ら
は
、
「
土
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
栄
山
寺
の
地
子
徴
収
に
対
し
て
頑
強
に
抵
抗
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
一
〇
世
紀
後
半
に
進
行
し
た
開
発
の
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
手
が
「
土
人
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
の
開
発
田
畠
（
一
「
己
治
田
領
野
」
）
を
守
ろ
う
と
す
る
「
土
人
」
と
そ
れ
を
寺
領
化
し
よ
う
と

す
る
栄
山
寺
と
の
間
で
争
い
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
先
ほ
ど
の
「
勝
幸
」
・
「
加
鎮
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
土

人
」
の
中
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
一
〇
世
紀
の
後
半
、
　
「
土
人
」
が
高
栗
栖
牧
地
等
の
開
発
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
開
発
地
を
区
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安期の壇内（水野）

画
・
領
有
し
、
時
に
は
自
己
の
名
を
付
し
た
の
が
垣
内
と
考
え
ら
れ
、
　
「
勝
幸
垣
内
」
・
「
加
鎮
垣
内
」
の
例
か
ら
は
、
垣
内
が
畠
地
を
内
容
と

し
て
成
立
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
　
「
勝
幸
垣
内
」
・
「
加
鎮
垣
内
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
段
に
す
ぎ
ず
、
小
規
模
な
農
民
的
性
格
の
強
い
開
発
で

あ
ろ
う
こ
と
も
、
十
分
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
開
発
が
進
行
し
、
栄
山
寺
領
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
中
で
、
多
く
は
垣
内
の
名
を
失
な

　
　
⑬

つ
た
が
、
一
部
は
垣
越
名
を
伴
わ
な
い
「
垣
内
」
と
し
て
、
　
「
河
南
三
条
五
里
二
坪
北
辺
垣
内
」
や
「
河
南
三
条
五
里
一
五
坪
垣
内
」
等
（
表
四
参

照
）
の
よ
う
に
坪
名
に
遺
り
、
免
除
領
田
認
定
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
◎
　
平
群
郡
法
隆
寺
周
辺

　
ま
ず
次
の
史
料
（
表
一
1
4
2
）
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
天
永
二
（
一
一
＝
）
年
四
月
一
二
日
に
開
浦
院
住
僧
等
が
法
隆
寺
別
当
に
宛
て

て
出
し
た
解
で
あ
る
・
法
隆
諾
別
所
の
成
立
農
開
を
物
語
る
も
の
と
し
て
す
で
に
さ
攣
れ
た
史
料
で
あ
る
⑫
同
時
に
＝
●
三

世
紀
に
お
け
る
垣
内
の
性
格
を
如
実
に
示
す
史
料
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
（
開
浦
院
i
繁
者
）

（
前
略
）
件
院
内
建
立
三
昧
堂
等
、
元
者
薬
師
寺
聖
律
師
以
虫
治
暦
年
中
、
為
被
修
勝
．
面
会
移
住
法
隆
寺
之
後
、
亦
寺
僧
共
鼻
差
夢
殿
之
絵
、
次
以
延
久

之
比
、
於
警
語
令
修
理
講
給
、
其
時
始
為
彼
三
昧
堂
井
野
奢
等
敷
地
、
ト
山
野
荊
蔵
之
原
一
塵
、
被
尋
問
寿
家
於
領
主
有
無
之
時
、
別
当
所
司
大
衆
被
陳

申
無
領
主
由
、
随
則
踊
文
面
謹
判
明
鏡
也
、
其
後
結
構
房
舎
為
御
念
居
、
　
（
中
略
）
而
間
建
立
三
昧
堂
、
曼
陀
羅
堂
二
宇
、
私
御
領
井
御
房
人
等
私
領
畠

所
被
施
入
燈
油
料
也
、
所
謂
敷
地
者
、
在
平
群
郡
八
条
十
里
十
四
坪
萱
町
有
山
同
条
里
廿
二
坪
山
野
井
房
敷
地
等
也

次
燈
油
料
者
同
八
条
九
墨
廿
五
六
両
坪
内
参
段
贈
桝

一
虎
四
武
段
門
回
条
九
里
廿
五
辮
六
｝
陶
坪
之
内
瞬
蝋
侮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
・
「

参
段
戴
個
歩
八
条
九
里
光
六
同
条
十
里
一
坪
両
坪
内
一
反
里
外
門
田
垣
内
菰
段
同
条
十
里
三
坪
之
内
樋
勲
灘
臓

一
庭
陸
段
同
条
里
十
五
坪
之
内
字
炭
誌
靖
丙
南
寿
源
領
已
前
坪
坪
所
領
四
至
有
施
青
鷺
文
面

件
敷
地
領
地
等
、
錐
寺
家
四
至
内
西
翌
、
従
往
古
以
来
為
私
領
不
弁
済
地
子
物
於
法
隆
寺
、
随
響
岩
家
建
立
已
後
、
新
院
僧
正
・
大
威
儀
師
・
済
恩
寺
大

僧
都
・
新
院
律
師
、
代
代
政
所
無
害
沙
汰
、
近
者
先
任
前
幾
代
経
増
依
無
先
例
、
所
轄
徴
納
地
子
物
書
、
就
中
割
織
欝
欝
他
領
田
畠
等
其
数
、
所
謂
新
堂
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・
興
道
寺
・
三
井
寺
・
秋
篠
寺
・
香
木
堂
等
也
、
忌
中
此
院
敷
地
燈
油
料
如
何
有
此
妨
乎
、
是
非
他
、
前
目
代
林
賢
背
先
例
、
去
年
流
注
載
検
田
帳
、
沙

　
　
汰
未
定
之
間
、
得
替
既
畢
、
件
注
文
等
、
依
交
替
当
時
、
御
目
代
不
論
左
右
責
勘
、
被
管
取
住
僧
質
物
衣
堂
領
者
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
の
史
料
か
ら
開
機
具
の
敷
地
と
燈
油
料
畠
の
成
立
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
浦
院
と
い
う
の
は
、
こ
れ
以
前
の
関
係
史
料
に

金
光
院
と
あ
る
も
の
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
、
三
昧
堂
を
中
心
と
し
た
法
隆
寺
西
別
所
の
こ
と
で
あ
る
。
治
暦
年
中
（
一
〇
六
五
～
九
）
に
法
隆
寺

に
移
住
し
、
領
主
の
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
　
「
山
野
荊
韓
之
原
一
塵
」
を
コ
ニ
昧
堂
井
上
葉
等
敷
地
」
と
し
た
「
薬
師
寺
聖
律
師
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
は
、
薬
師
寺
法
相
宗
の
学
僧
で
、
薬
師
寺
別
当
の
職
に
も
あ
っ
た
道
静
と
考
え
ら
れ
る
。
道
静
は
住
寺
薬
師
寺
を
離
脱
し
、
法
隆
寺
に
お
い

て
西
別
所
を
創
設
し
た
聖
で
あ
っ
た
。
道
静
に
よ
る
西
別
所
開
浦
院
の
敷
地
獲
得
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
に
、
　
「
寺
家

西
嶺
之
麓
、
有
便
念
仏
」
と
い
う
理
由
で
、
法
隆
寺
政
所
に
請
文
が
提
出
さ
れ
、
空
閑
地
一
町
の
草
木
の
苅
掃
・
庵
室
の
結
構
・
弥
陀
尊
像
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

安
置
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
別
所
の
設
定
と
は
、
こ
の
よ
う
な
空
閑
地
の
土
地
開
発
・
宗
教
的
開
発
（
宗
教
施
設
の
建
設
・
自
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

化
他
の
活
動
）
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
浦
院
に
輿
入
さ
れ
た
燈
油
豊
北
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
畠
地
は
垣
内
と
記
さ
れ
て
い
る
。
八
条
九
里
三
六
坪
・
一
〇
里
一
坪
里

外
の
門
田
垣
内
に
関
し
て
は
、
施
入
前
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
平
七
（
八
九
五
）
年
、
内
供
奉
十
禅
師
禎
果
が
三
囲
普
子
等
よ
り

買
得
し
、
禎
呆
遷
去
後
、
弟
子
等
の
議
定
に
よ
っ
て
御
関
日
料
と
さ
れ
た
の
が
、

　
　
熟
地
参
段
筑
傭
歩

　
　
　
　
四
至
鰍
醐
鍬
㎜
餅
瀧
井
谷
照
鮪
樋
井
額
田
部
吉
雄
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
在
八
条
九
里
光
六
坪
丼
十
里
一
坪
及
里
外

で
あ
っ
た
が
、
面
積
・
条
里
坪
付
等
の
一
致
か
ら
、
門
田
垣
内
と
同
一
地
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
時
点
で
は
「
熟
地
」
あ
る
い
は
「
地
山
」
と

し
て
、
　
「
請
作
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
一
一
世
紀
中
葉
に
は
、
こ
の
地
は
同
坪
内
の
田
二
段
二
四
〇
歩
と
と
も
に
、
法
隆
寺
千
夏
譲
状
に

　
⑱

見
え
、
＝
一
世
紀
初
に
な
っ
て
初
め
て
「
門
田
垣
内
」
と
呼
ば
れ
、
開
浦
院
燈
油
料
畠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
門
田
垣
内
に
関
し
て
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平安期の垣内（水野）

言
う
な
ら
ぼ
、
一
〇
・
＝
世
紀
で
は
特
に
垣
内
の
語
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
＝
一
世
紀
に
入
り
、
法
隆
寺
目
代
に
よ
る
畠
地
子
収
奪
が
開

始
さ
れ
よ
う
と
い
う
時
に
、
　
「
従
往
古
以
来
為
私
領
不
弁
済
地
子
物
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
者
の
支
配
を
受
け
な
い
「
私

領
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
中
で
、
垣
内
と
い
う
語
が
兇
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
〇
・
一
一
世
紀
に
お
い
て
も
、
実
体
と
し
て
は
同
じ
な

の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
の
垣
内
の
語
は
「
私
領
」
と
同
じ
響
き
を
持
っ
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
木
村
茂
光
氏
は
、
一
一
世
紀
中
葉
に
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

立
し
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
る
庄
園
制
的
領
域
支
配
の
目
的
の
一
つ
が
、
庄
域
内
の
畠
地
領
有
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
開
浦
院
の
場
合
、
　
「
件
敷
地
領
地
等
、
錐
寺
家
四
船
内
西
里
」
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ
て
い
る
こ
と
や
、
　
「
就
中
四
至
専
有
他
領
田
畠
等

其
数
、
所
謂
新
堂
・
興
道
寺
・
三
井
寺
・
秋
篠
寺
・
香
木
堂
廊
也
、
其
中
斎
院
敷
地
燈
油
料
如
何
有
此
妨
乎
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
法
隆
寺
は
開
浦
院
敷
地
燈
油
料
愚
が
、
四
々
内
に
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
地
子
物
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
や
は
り
領
域
支
配
1
1
四
至
内
の
畠
地
支
配
の
論
理
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
隔
地
支
配
に
鎖
す
る
抵
抗
の

論
理
が
、
垣
内
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
他
の
史
料
に
お
い
て
、
家
地
と
認
識
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
垣
内
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
一
一
世
紀
末
・
一
二
世
紀
初
の
処
分
状

に
見
え
る
八
条
九
里
三
四
坪
字
林
垣
内
は
、
　
「
所
領
家
地
」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
世
紀
後
半
に
は
、
こ
の
垣
内
と
同
条
同
雷
同
坪
に
家
地
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

段
一
二
〇
歩
が
存
在
し
た
が
、
こ
の
家
地
が
林
垣
内
と
同
一
地
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
同
一

坪
内
の
同
一
地
目
で
も
、
垣
内
の
諮
が
使
用
さ
れ
た
の
は
一
一
世
紀
末
以
降
で
あ
り
、
開
心
院
燈
油
料
畠
の
例
と
も
共
通
し
て
、
法
隆
寺
関
係

の
垣
内
史
料
の
特
微
を
示
し
て
い
る
。
垣
内
と
い
う
語
自
体
は
、
特
定
の
地
目
を
意
味
す
る
法
的
・
制
度
的
用
語
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
開
発
・

領
有
を
示
す
極
め
て
可
視
的
即
物
的
な
形
態
・
内
容
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
語
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
や
状
況
に

よ
り
、
様
々
な
意
味
を
込
め
て
使
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
法
隆
寺
周
辺
の
場
合
、
一
一
世
紀
末
以
降
新
た
に
収
奪
の
対
象
と
し
て
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
な
る
畠
地
や
家
地
の
み
が
史
料
上
に
垣
内
と
し
て
現
れ
る
。
法
隆
寺
に
よ
っ
て
新
た
な
支
配
が
企
て
ら
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
従
来
支
配
の

対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
地
目
が
、
垣
内
と
し
て
、
そ
の
「
私
領
」
的
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
お
き
た
い
。
前
述
し
た
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平安期の垣内（水野）

一
一
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
垣
内
史
料
の
急
増
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
広
汎
に
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
法
隆
寺
周
辺
の
垣
内
の
事
例
か
ら
は
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
一
〇
・
一
　
世
紀
を
通
じ
て
条
里
綱
地
割
縁
辺
の
段
丘
化
し
た
扇
状
地
や
自

然
堤
防
上
の
梅
里
開
発
が
進
展
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
（
図
七
参
照
）
、
そ
の
一
筆
一
筆
の
開
発
領
有
単
位
が
実
体
と
し
て
の
垣
内
で
あ
っ
た
。

そ
の
場
合
、
居
住
施
設
を
中
核
と
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
存
在
し
た
。
～
二
世
紀
に
入
り
法
隆
寺
に
よ
る
畠
地
子
収
奪
が
開
始
さ
れ
る
に
際

し
、
私
領
主
や
そ
の
施
入
を
受
け
た
堂
房
が
、
他
者
の
支
配
を
許
さ
な
い
自
ら
の
「
私
領
」
1
1
垣
内
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
地
子
徴
収
に
抵

抗
し
た
の
で
あ
る
。
法
隆
寺
関
係
史
料
に
お
い
て
は
、
垣
内
と
い
う
語
自
体
は
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
支
配
に
対
す
る
抵
抗
の
中
で
特
微
的
に

現
わ
れ
て
く
る
。

①
　
栄
山
寺
に
関
し
て
は
、
歴
史
・
美
術
史
・
建
築
史
等
の
分
野
に
ま
た
が
る
多
数

　
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
主
要
な
も
の
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
福
山
敏

　
男
・
秋
山
光
和
『
栄
山
寺
八
角
堂
の
研
究
』
一
九
五
一
年
、
『
五
条
市
史
購
上
巻

　
一
九
五
八
年
、
米
田
雄
介
「
栄
山
寺
領
と
葛
家
藤
原
氏
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
　
三
二

　
一
九
六
七
年
米
田
A
論
文
と
す
る
）
、
同
「
栄
山
寺
の
興
福
寺
宋
寺
化
を
め
ぐ
っ

　
て
」
　
（
赤
松
俊
秀
教
授
今
宮
記
念
『
国
史
論
集
』
一
九
七
二
年
　
米
田
B
論
文
と

　
す
る
）
、
岡
田
隆
夫
「
栄
山
考
文
霞
天
元
三
年
九
月
十
九
日
官
符
に
つ
い
て
」
（
『
東

　
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
八
　
一
九
七
四
年
　
岡
田
A
論
文
と
す
る
）
、
　
同
「
栄

　
山
寺
領
の
形
成
過
程
」
　
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
下
巻

　
一
九
七
八
年
　
岡
田
B
論
文
と
す
る
）
な
ど
。
宇
智
郡
条
里
に
関
し
て
は
、
岡
田

　
「
大
和
国
宇
智
郡
条
黒
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
続
日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
一
九
七
二

　
年
）
参
照
。

②
　
坂
本
賞
三
「
免
除
豊
田
制
」
（
『
臼
本
王
朝
國
家
体
薄
曇
瞼
一
九
七
二
年
）

③
　
こ
れ
以
外
に
は
正
暦
五
（
九
九
四
）
雪
雲
重
坂
条
五
里
に
「
大
炊
屋
西
一
八
二

　
哲
十
歩
」
等
と
並
ん
で
、

　
　
　
坂

　
　
小
垣
垣
内
六
十
歩
『
不
注
置
』

　
　
　
、
、

　
が
見
え
る
。
こ
れ
は
免
除
申
請
状
況
か
ら
、
永
藤
二
（
九
九
〇
）
年
牒
の
「
河
北

　
御
寺
東
西
井
小
寺
前
」
、
あ
る
い
は
長
保
四
（
一
〇
〇
二
）
年
牒
・
寛
弘
三
（
一
〇

　
〇
穴
）
年
牒
等
の
「
寺
内
」
、
天
平
神
護
元
（
七
六
五
）
年
官
符
・
天
喜
二
（
一
〇

　
五
四
）
年
牒
の
「
寺
廻
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
（
岡
田
B
論
文
）
、
そ
れ

　
自
体
の
性
格
を
と
ら
え
に
く
い
た
め
本
稿
の
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

④
　
『
平
安
遺
文
』
・
『
五
条
市
史
』
下
巻
所
収
栄
山
寺
文
楼
お
よ
び
『
大
日
本
史
料
』

　
二
足
之
一
で
は
、
字
句
の
判
読
が
す
べ
て
微
妙
に
相
違
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
原

　
本
調
査
に
基
づ
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
岡
田
B
論
文
に
よ
っ
た
。

⑤
　
永
沸
二
（
九
九
〇
）
書
辞
の
国
衙
田
所
朱
注
「
官
符
合
」
の
官
符
と
は
、
天
元

　
三
（
九
八
○
）
巣
窟
符
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
同
官
符
に
つ
い
て
は
、
岡
田
A
・

　
B
論
文
参
照
。

⑥
免
除
領
田
制
に
お
い
て
、
官
物
免
除
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
官
省
符
に
よ
っ
て

　
付
与
さ
れ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
坂
本
前
掲
論
文
参
照
。

⑦
　
永
詐
二
（
九
九
〇
）
年
膿
の
段
階
で
は
、
国
衙
の
検
野
糞
が
畠
地
に
ま
で
及
ん

　
で
い
な
い
た
め
、
両
坪
に
お
け
る
「
不
注
作
」
の
国
衙
田
所
朱
注
か
ら
は
、
現
作

　
田
が
な
か
っ
た
こ
と
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
想
定
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を
妨
げ
な
い
。
木
村
前
掲
論
文
参
照
。

⑧
　
岡
田
B
論
文

⑨
他
に
、
天
平
神
護
元
（
七
六
五
）
年
官
符
（
米
田
A
論
文
に
よ
り
寛
弘
七
年
頃

　
の
偽
作
と
さ
れ
て
い
る
）
「
土
人
致
妨
」
、
天
元
三
（
九
八
○
）
年
官
符
「
年
来
部

　
内
人
民
妄
形
相
妨
」
、
永
万
二
（
九
九
〇
）
年
歯
「
土
入
致
妨
」
、
正
暦
五
（
九
九

　
四
）
年
牒
「
土
人
粁
妨
」
、
寛
弘
六
（
一
〇
〇
九
）
年
官
符
「
致
土
人
謀
計
」
な
ど

　
と
、
繰
り
返
し
訴
え
ら
れ
て
い
る
。

⑩
木
村
前
掲
論
文
や
岡
田
B
論
文
も
、
「
土
人
」
を
開
発
の
担
い
手
で
あ
る
農
民

　
と
さ
れ
て
い
る
。

⑬
寛
弘
七
二
〇
一
〇
）
年
栄
由
寺
領
勘
注
文
案
に
よ
れ
ば
、
「
河
南
三
条
穴
里

　
二
六
坪
西
辺
垣
内
」
は
、
天
元
三
（
九
八
○
）
年
官
符
で
公
認
さ
れ
た
坪
（
現
存
の

　
天
元
三
年
官
符
は
河
南
三
条
の
該
当
部
分
が
破
損
し
て
い
る
）
で
あ
る
が
、
寺
牒

　
で
の
免
除
申
講
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
名
は
見
え
な
い
。
申
請
状
況
か
ら
判
断
し
て

　
「
河
爾
三
条
六
里
一
工
ハ
坪
西
翼
鏡
田
」
と
同
じ
地
と
考
え
ら
れ
る
。
天
元
三
（
九

　
八
○
）
年
官
符
に
は
、
　
「
垣
内
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
は
「
二
二
」
と
い
う

　
地
名
表
記
に
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
垣
内
と
い
う
語
が
消
え
て
い
く

　
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑫
法
隆
寺
西
鋼
所
に
つ
い
て
ふ
れ
た
論
考
は
多
い
が
、
特
に
高
木
豊
「
院
政
期
に

　
お
け
る
別
所
の
成
立
と
活
動
」
（
『
平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』
一
九
七
三
年
Y

　
小
島
恵
昭
「
別
所
の
展
開
と
聖
の
宗
教
活
動
1
法
隆
寿
西
粛
呈
金
光
院
『
聖
』
律

　
師
を
中
心
と
し
て
…
」
（
『
同
勝
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
2
　
一
九
八
○
年
）

　
が
詳
し
い
。

⑬
承
保
二
2
0
七
五
）
年
四
月
ご
～
曝
薬
師
寺
念
仏
堂
牒
（
蓑
一
一
2
0
）
・
瞬
年

　
同
月
曝
法
隆
寺
金
光
院
三
昧
堂
牒
（
「
平
」
　
一
一
一
二
）
・
承
暦
二
（
一
〇
七
八
）

　
年
一
〇
月
ゴ
～
R
［
ム
臨
光
院
三
昧
僧
蝋
欄
解
（
「
平
」
　
一
一
五
一
）
・
課
延
二
（
一
一
欝
＝
ハ
）

　
年
五
月
一
五
陰
法
隆
寺
金
光
院
燈
油
轟
注
文
案
（
表
一
1
5
9
）

⑭
　
小
島
前
掲
論
文

⑮
延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
某
月
五
日
前
権
律
師
某
解
案
（
「
平
」
一
〇
九
〇
）

⑯
高
木
前
掲
論
文

⑰
　
延
長
六
（
九
二
八
）
年
一
二
月
　
七
日
内
供
奉
十
禅
師
禎
呆
大
法
師
弟
子
等
解

　
（
「
平
」
二
三
一
）
　
事
書
や
文
中
で
は
「
地
山
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑱
　
永
承
五
（
一
〇
五
〇
）
年
一
二
月
九
日
大
和
国
法
隆
寺
千
夏
譲
状
（
「
平
」
六
八

　
五
）

⑲
木
村
前
掲
論
文

⑳
表
一
一
4
6
た
だ
し
「
畠
地
」
・
「
所
領
畠
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
（
表
一
1
3
2
）
。

⑳
　
天
延
二
（
九
七
四
）
静
電
摺
三
日
僧
玄
耀
家
地
売
券
（
「
平
」
三
〇
八
　
『
平
安
遣

　
文
』
の
文
書
名
は
田
地
売
券
と
な
っ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
家
地
売
券
の
誤
り
で

　
あ
る
）
・
正
暦
二
（
九
九
一
）
年
一
〇
月
二
三
日
法
隆
寿
僧
某
家
地
売
券
（
「
平
」

　
三
五
二
）

⑳
　
法
隆
寺
周
辺
に
お
い
て
、
垣
内
が
水
国
を
も
意
味
し
た
最
も
早
い
例
は
、
覧
喜

　
三
（
一
二
三
～
）
年
三
月
一
五
日
僧
良
□
田
地
処
分
状
（
「
鎌
」
四
一
一
四
）
で
あ

　
り
、
か
な
り
時
期
が
下
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

＠
　
二
条
五
星
一
一
三
・
二
六
坪
の
豊
蜜
垣
内
は
大
和
川
の
自
然
堤
防
上
に
比
定
で

　
き
る
（
前
嵐
図
六
参
照
）
。
表
一
一
5
9
に
は

　
　
一
所
章
段
虚
ず
豊
富
垣
内
東
大
寺
大
番
延
正
知
之

　
　
　
在
十
一
条
五
M
里
廿
三
十
エ
ハ
両
坪
内

　
　
　
　
四
轟
藤
麟
囎
愚
妹

　
　
　
右
翼
、
年
三
二
三
参
升
可
弁
之

　
と
あ
り
、
大
河
（
1
1
大
和
川
）
に
面
し
て
い
た
こ
と
は
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

　
る
。
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第
三
章
　
垣
内
と
關
発
－
結
び
に
か
え
て
i

平安期の垣内（水野）

　
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
中
で
明
ら
か
に
し
得
た
点
を
整
理
し
な
が
ら
、
垣
内
が
平
安
期
社
会
に
お
い
て
果
し
た
意
義
を
考
え
て
行
き

た
い
。

　
第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
本
来
垣
雲
州
キ
は
、
特
定
個
人
が
他
者
の
侵
犯
を
許
さ
な
い
、
自
ら
に
属
す
る
空
間
を
生
み
出
す
手
段
で
あ

　
①つ

た
。
こ
の
垣
で
周
囲
と
区
画
さ
れ
た
地
が
垣
内
1
1
「
カ
キ
ウ
チ
」
・
「
カ
イ
ト
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
班
田
制
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
的

な
水
田
支
配
の
下
で
は
、
　
「
垣
」
に
よ
る
分
割
・
領
有
は
大
き
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
〇
世
紀
以
降
に
お
い
て
も
、
公
田
は
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
な
土
地
所
有
に
強
く
規
制
さ
れ
て
お
り
、
治
田
も
国
司
に
よ
っ
て
検
田
さ
れ
、
官
物
を
徴
収
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
他
者
の
侵
犯
を

許
さ
な
い
聖
な
る
空
閾
ー
ー
垣
内
は
、
国
家
的
土
地
所
有
の
外
側
に
、
い
わ
ば
爆
小
化
さ
れ
て
生
き
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
平
安
期
に
お
け
る
垣

内
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
垣
内
が
史
料
上
に
現
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
買
得
等
を
通
じ
て
寺
社
な
ど
に
流

入
し
た
公
験
類
や
資
財
帳
・
坪
付
帳
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
垣
内
が
成
立
し
て
か
ら
一
定
雲
脂
後
の
状
況
を

示
す
に
と
ど
ま
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
成
立
の
事
情
を
直
接
史
料
的
に
裏
付
け
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
第
二

章
で
は
垣
内
を
め
ぐ
る
具
体
的
諸
状
況
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
立
地
の
明
ら
か
に
で
き
た
事
例
で
は
、
垣
内
が
条
里
制
地
割
縁
辺
の
段
丘
・

扇
状
地
・
丘
陵
や
自
然
堤
防
上
、
山
間
部
に
位
置
し
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
も
垣
内
関
連
地
名
は
多
く
そ
の
よ
う
な
地
に
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
表
一
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
表
の
右
端
に
記
し
た
の
は
条
里
坪
付
表
示
の
有
無
で
あ
る
が
、
条
里
に
よ
ら
な
い
も
の

が
は
る
か
に
多
い
し
、
ま
た
条
里
坪
付
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
地
割
の
伴
わ
な
い
場
合
も
か
な
り
あ
る
（
た
と
え
ば
平
群
郡
法
隆

寺
周
辺
な
ど
）
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
近
長
谷
寺
資
財
帳
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
多
気
郡
一
六
条
一
七
条
に
お
い
て
は
条
里
制
地
割
の
卓

越
す
る
段
丘
面
中
央
部
は
公
田
や
東
寺
領
川
合
庄
田
な
ど
が
多
く
存
在
し
た
の
に
対
し
、
水
源
か
ら
最
も
離
れ
雨
量
条
件
に
恵
ま
れ
な
い
段
丘

先
端
部
に
垣
内
が
立
地
す
る
の
で
あ
っ
た
。
条
里
制
地
割
を
伴
う
よ
う
な
大
規
模
水
田
開
発
と
は
全
く
次
元
を
異
に
し
た
も
の
と
し
て
、
垣
内
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は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
総
で
は
荒
野
を
現
畠
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
　
「
堀
・
垣
」
が
固
め
ら
れ
た
事
実
が
確
認
さ
れ
、
未
開
地
・
原

野
を
開
発
す
る
に
際
し
、
ま
ず
「
垣
」
で
周
囲
と
区
画
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
し
て
よ
い
。

　
こ
の
垣
で
区
画
さ
れ
た
内
部
に
は
、
恒
常
的
な
労
働
が
投
下
さ
れ
、
単
純
な
自
然
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
大
地
が
、
労
働
の
成
果
と
し

て
の
よ
り
高
度
な
耕
地
・
居
住
地
に
改
変
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
垣
内
に
は
安
定
的
な
湿
地
が
営
ま
れ
る
の
に
対
し
、
垣
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
は
「
片
掛
」
1
1
「
か
た
あ
ら
し
」
畠
の
よ
う
な
粗
放
な
形
態
で
の
畠
作
が
行
わ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
垣
の
外
に
は
不
耕
地
が
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

同
用
益
の
た
め
に
開
放
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
村
落
の
共
同
体
規
制
が
は
た
ら
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
恒
常
的
な
「
し
め
」
と
も
い
う

べ
き
垣
の
内
は
、
そ
れ
ら
の
共
同
体
規
制
か
ら
も
轡
由
な
空
間
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
条
件
に
よ
っ
て
は
垣
内
も
治
田
化
さ
れ
る
。
水
田

を
内
容
と
す
る
垣
内
は
、
多
く
は
畠
地
・
家
地
か
ら
水
田
へ
の
プ
μ
セ
ス
を
経
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
垣
内
の
規
模
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
褒
一
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
面
積
的
に
は
一
町
を
越
え
る
も
の
は
ま
れ
で
あ
り
、
そ
の
小
規
模
性
が

強
調
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
そ
れ
ら
に
は
「
私
領
」
・
「
先
祖
相
伝
所
領
」
・
「
先
祖
相
伝
作
手
」
な
ど
の
権
利
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
小
規
模
な
私

領
・
所
領
と
し
て
所
有
権
が
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
一
・
二
世
紀
に
お
け
る
融
地
子
収
奪
・
領
域
支
配
開
始
の
尊
墨
の
一
つ
は
、
こ

の
よ
う
な
形
で
広
汎
に
展
開
し
て
い
た
垣
内
に
対
す
る
上
級
領
主
権
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
垣
内
の

中
で
も
居
住
施
設
を
中
核
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
（
1
1
居
垣
内
・
宅
垣
内
等
）
は
、
在
家
役
賦
課
を
通
じ
て
支
配
の
対
象
に
繰
り
込
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
⑤

行
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
平
安
宋
に
お
い
て
は
垣
内
が
有
機
的
な
一
つ
の
単
位
と
し
て
の
意
味
を
失
な
い
、
単
な
る
地
字
名
と
化
し
て
い
く
事
実
も
認
め
ら
れ
る
。
畠

地
子
収
奪
・
在
家
役
賦
課
等
を
通
じ
て
上
級
領
主
権
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
く
中
で
、
垣
の
本
来
的
機
能
が
失
な
わ
れ
、
垣
内
の
名
が
消
滅
し

た
り
、
単
な
る
地
響
名
と
化
し
た
り
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
表
一
に
見
え
る
よ
う
に
、
平
安
期
に
お
い
て
は
垣
内
の
地
目
は
多
く
黒
地
で
あ
り
、

田
地
の
二
倍
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
前
期
に
な
る
と
逆
に
田
地
を
そ
の
内
容
と
す
る
例
が
多
く
な
る
。
垣
内
の
持
つ
意
味
が
平
安
と
鎌

倉
と
で
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
ま
た
第
一
章
で
検
討
し
た
言
葉
の
点
か
ら
も
、
鎌
倉
期
は
垣
内
1
1
「
カ
キ
ウ
チ
」
・

74 （400）



平安期の垣内（水野）

「
カ
イ
ト
」
が
分
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
い
つ
た
実
体
的
な
変
化
の
事
実
が
存
在
し

た
の
で
あ
る
。
垣
内
が
特
定
地
域
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
垣
内
史
料
が
広
い
地
域
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ

り
、
庄
園
・
公
領
共
に
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
垣
内
が
農
民
的
性
格
を
強
く
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
栄
山
寺
領
に
見
ら
れ
た
垣
内
の
開
発
主
体
は
、
栄
山
寺
で

は
な
く
、
　
「
土
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
河
音
能
平
揺
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
三
田
郷
に
六
十
町
余
の
垣
内
畠
を
領
し
た
安
芸
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

在
庁
官
人
高
田
郡
司
藤
原
氏
の
場
合
、
　
「
倥
人
」
が
開
発
し
た
領
肉
筆
垣
内
を
買
得
・
集
積
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
伊
賀
国
黒
田
庄
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
「
住
人
杣
工
」
が
垣
内
の
弁
進
主
体
と
し
て
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
垣
内
は
農
民
層
の
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
空
空
で
あ
り
、
本
来
「
一
種
の
聖
域
と
し
て
の
不
可
侵
性
」
を
持
っ
て
い
た
。
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

世
の
百
姓
の
イ
エ
が
、
こ
の
よ
う
な
垣
内
の
展
開
・
変
質
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
出
現
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
極
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

自
立
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
最
後
に
垣
内
と
集
落
と
の
関
係
に
つ
い
て
＝
＝
口
し
て
お
こ
う
。
地
理
学
に
お
い
て
は
、
小
川
琢
治
氏
以
来
こ
れ
が
垣
内
研
究
の
中
心
的
課
題

で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
和
の
場
合
で
は
、
平
安
期
の
史
料
に
垣
内
と
し
て
現
れ
て
い
る
地
で
、
現
在
の
集
落
と
直
接
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
の

は
、
平
群
郡
二
条
五
里
二
三
・
二
六
坪
豊
富
垣
内
と
城
下
郡
一
六
条
三
里
二
・
三
坪
さ
い
か
わ
の
か
い
と
の
み
で
あ
り
、
平
安
期
の
垣
内
と

現
集
落
と
は
直
結
し
な
い
の
が
一
般
で
あ
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
両
垣
内
と
も
自
然
堤
防
上
に
位
置
す
る
と
い
う
地
形
的
条
件

が
、
集
落
立
地
に
好
適
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
垣
内
と
集
落
と
の
関
係
は
、
民
俗
学
的
研
究
が
示
し
て
き
た
垣
内
の
多
様
性
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
世
に
お
け
る
変
容
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
①
西
村
嘉
助
「
垣
内
と
条
里
」
（
『
社
会
科
教
育
地
理
研
究
論
集
』
一
九
五
七
年
）
　
　

つ
た
こ
と
は
当
然
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
平
安
期
、
特
に
一
｝

　
　
お
よ
び
石
田
寛
「
か
べ
う
ち
・
か
べ
そ
と
1
耕
牧
輪
換
研
究
・
第
2
報
」
　
（
広
島
　
　
　
　
　
世
紀
後
半
以
降
多
く
史
料
的
に
出
現
す
る
垣
内
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
こ

　
　
史
学
研
究
会
『
史
学
研
究
三
十
周
年
記
念
論
叢
』
一
九
六
〇
）
に
指
摘
が
あ
る
よ
　
　
　
　
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
朔
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
う
に
、
垣
に
猪
や
聡
慧
の
野
獣
や
放
牧
牛
馬
か
ら
作
物
を
守
る
と
い
う
機
能
が
あ
　
　
　
　
②
　
坂
本
「
圏
司
支
配
下
の
『
名
』
体
制
と
収
取
方
式
の
特
質
」
　
（
前
掲
番
）
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③
黒
国
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
二
世
紀
の
伊
賀
国
名
張
郡
に
お
い
て
は
、
加
地

　
子
賦
課
の
対
象
と
な
る
定
贔
鉦
「
麦
畠
」
が
居
内
・
内
・
垣
内
な
ど
（
黒
田
氏
は

　
田
堵
層
・
一
般
農
民
層
の
屋
敷
地
と
理
解
…
さ
れ
る
）
を
中
核
に
分
布
す
る
の
に
対

　
し
、
　
「
当
作
」
と
「
年
荒
」
の
反
復
を
く
り
返
し
、
加
地
子
賦
課
の
対
象
と
な
ら

　
な
い
「
片
畠
」
は
、
そ
の
外
延
部
を
中
心
に
分
布
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

④
　
戸
田
氏
は
「
か
た
あ
ら
し
」
に
関
連
し
て
、
耕
作
し
て
い
る
土
地
に
は
「
し
め
」

　
を
お
ろ
し
、
耕
作
者
の
私
的
占
有
権
を
明
示
す
る
が
、
耕
作
さ
れ
な
か
っ
た
土
地

　
に
は
「
し
め
」
を
お
ろ
さ
ず
、
他
の
農
民
の
罵
益
の
た
め
に
開
放
す
る
よ
う
な
農

　
村
の
共
同
体
的
慣
行
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
　
「
中
世
初
期
農
業
の
一
特
質
」
（
『
前

　
掲
書
』
）

⑤
　
義
江
・
黒
田
前
掲
論
文
。

⑥
　
伊
賀
讐
敵
曝
庄
で
は
、
平
安
末
～
鎌
倉
期
に
入
る
と
、
垣
内
は
土
地
論
文
の
所

　
在
地
記
載
の
部
分
に
散
見
す
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
な
り
、
半
ば
地
名
化
し
た
も

　
の
が
多
く
な
る
。
入
間
田
茜
削
掲
論
文

⑦
河
音
前
掲
論
又

⑧
　
表
一
1
3
4
・
3
5
・
4
0
・
4
1
で
は
、
垣
内
の
弁
進
主
体
が
「
御
庄
住
人
柚
工
」
・

　
「
御
庄
住
人
」
．
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑨
戸
田
「
律
令
舗
か
ら
の
解
放
」
（
前
掲
譲
）

⑩
黒
田
前
掲
論
文
。

⑪
中
世
に
お
け
る
百
姓
の
イ
エ
の
自
立
性
に
つ
い
て
は
大
山
喬
平
「
中
世
社
会
の

　
イ
エ
と
百
姓
」
（
『
日
本
・
甲
篤
農
村
史
の
研
究
』
一
九
七
八
年
）
が
強
調
さ
れ
る
と

　
こ
ろ
で
あ
る
。
垣
内
の
本
来
有
し
た
聖
域
性
は
、
イ
エ
の
内
部
に
の
み
限
定
・
凝

　
縮
さ
れ
て
い
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑫
　
大
和
に
お
い
て
は
、
中
世
を
通
じ
て
進
行
す
る
集
村
化
（
特
に
環
濠
集
落
化
）

　
現
象
と
の
関
連
の
中
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
大
乗
院
領
若
槻
庄
の

　
例
で
は
、
環
濠
集
落
が
垣
内
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
の
は
、
承
応
三
（
｝
六
五
四
）

　
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
渡
辺
澄
夫
「
環
濠
集
落
の
形
成
と
郷
村
制
の
関
係
一
大

　
乗
院
領
大
和
国
若
槻
庄
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
増
訂
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』
下

　
一
九
七
〇
年
）
。
中
世
に
お
け
る
集
村
化
現
象
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
中
世

　
村
落
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
六
六
　
一
九

　
八
二
年
）
参
照
。
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WilsoA’s　New　Four－Power　Consortium　Policy

The　Formation　of　the　NdSv　Ainerican　Banking　Group

by

Takeshi　Matsuda

　　This　article　wlll　examine　the　significance　of　forming　the’　new　Amer－

ican　banking　group　which　was　a　step　to　organize　the　new　four－power

Chinese　Consortitnn．　lt　attempts　to　elucidate　the　purpose　of　forming

the　bankers’　group　as　well　as　the　factors　that　prompted　the　State

Department　to　restructure　the　financial　cluster．　lt　is　argued　that　from

the　efforts　to　regroup　American　bankers　the　government　devised　an

informal　arrangement　in　which　’to　make　the　internatlonal　financiers’

interest　always　congruent　with　・a　national　policy　as　well　as　strengthen

the　grip　on　and　the　leadership　of　the　Wall　Street　bankers．　SecoBdly，

Wilson　democratized　“　dollar　diploinacy　”　by　institutlonalizing　the　broad

participation　of　variegated　Arnerican　bankers　in　the　pursuit　of　the　open

door　policy．　Lastly，　the　main　purpose　of　reorganizing　the　new　Con－

sortium　was　proved　to　take　all　the　mortgages　that　Japan　held　on　Chinese

resources　during　the　war　away　from　the　hands　of　the　Japanese　without

a　struggle．

Kaito垣内in　Heia　z平安Peri◎d

by

Shoji　Mizuno

　　Kalei　S．．，　the　hedge，　vias　by　nature　the　mean　by　whick　the　individual

produced　the　pale　for　himself　to　prevent　others’　from　trespassing．

　　The　area　enclosed　with　Kaki，　was　called　Kaleiuchi　or　Kaito垣内．

The　examples　in　lse伊勢．and　Yantato大和show　that　Kaitos　were

situated　on　terraces，　alluvial’fans　and　banks　or　between　mountains　on

the　edge　of　llo？’isei条里制area．　They　were　developed　as　grounds　for

plowed　fields　and　residentlal　lands，　which　were　out　of　the　othcial　con－
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　　But，　in　eleventh　and　twelfth　centuries，　the　lordship　was　established

on　them　through　imposing　Hatachishi　g　iig－r，　land　tax，　and　Zaikayaleec

在家役，duties　oR　home　site．　Under　better　conditions，　they　could　also

turn　into　paddy　fields．　ln　such　movement，　Kaito　got　various　on　the

slde　of　reality，　as　well　as　its　inscribing　forms　and　pronunciation．

Cross　Voting　Pattern　of　the　French　Constituent　Assembly

by

Isao　Takagi

　　The　purpose　of　this　essay　is　to　testify　the　voting　behavlor　of　the

people’s　representatives　in　1848－1849．　The　short－lived　assembly，　wlaich

was　called　l’a∬θ彫薦θnationale　consti彦紹魏6，　did　ex量st　no　more　than

thirteen　months　（from　May　5，　1848　to　May　26，　1849），　though　the　problems

of　great　urgency　came　up　for　discussion　successively　at　the　assembly

hall　and　the　committee　rooms．　Le　Moniteupt　universel，　oMcial　chronicle，

give　us　a　full　detai1　of　the　proS　and　cons　of　244　decisioBs．　Among　them，

the　writer　selects　19　voting　lists．

　　The　votlng　patterns　of　almost　850　representatives　converged　into　four

pre－party　assemblages　：　determinant　right　wiBg，　two　republican　fractions，

and　Bon－determinant　passive　republicans．　The　land－slide　victory　of　the

moderate　republican　group　is　only　a　cursory　reading．　The　middle－of－

the－way　politics　of　moderates’　was　not　self－sustaining　and　the　final

show－down　between　royallsts　and　radicals　was　easily　predicated．　The

ldeological　cleavage　crisscrossed　the　nation　who，　for　the　first　time，　was

introduced　to　tke　political　life　by　the　universal　suffrage．

　　Any　political　whips　but　Louis－Napo160n　were　not　satlsfactory　to　the

electorate　mass，　and　every　heated　debatings　aroused　people’s　instinct

Newspapers　and　pamphlets　（three　of　these　are　analyzed　here　on　motives

and　headings）　reported　the　sessions　everyday．　A　serious　talk　about

such　critica1　issues　as　droit　au　t．ravail，　cautionnement，　every　article　of

constitutional　law，　abolition　of　clubs，　and　foreign　policy　slaow　us　a　tense

atmosphere．　The　cro．ss　vote　at　this　assembly　reflects　the　chaBging

pattern　of　French　po！itical　life，　not　along　tlie　party　affiliatlon　at　that

time．
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